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台 湾 
木戸良彦＊ 

1. 意匠制度 
 
１．１ 意匠制度の枠組み 
 専利法（特許法）の一部において、意匠に関する保護が規定されている。 
 出願された全件について、方式審査、実体審査を行っている。また、意匠分類には、国

際意匠分類（ロカルノ分類）を採用している。出願の国際意匠意匠分類は意匠の審査官に

よって付与される。 
 なお、台湾は、2013 年 1 月 1 日から意匠を含めて専利法（特許法）及び専利施行細則

が施行された（以下、改正前を「改正前法」、改正後を「新法」という。）。 
 新法についての審査基準等については、調査段階ではまだ公開されておらず、調査段階

で公開されている新法及びその施行細則に基づいて、把握できている範囲で、その内容に

ついても記載するようにしている。 
 
１．２ 部分意匠制度など意匠特有の制度 
 台湾には、連合意匠制度（改正前法第第 110 条、権利範囲については第 124 条）及び動

的意匠（審査基準第三篇第二章 1.4.1 形状（２）の内容、「意匠登録出願の説明書における

図面・・・」の５．５の記載内容から、認められることが分かる。日本の６条４項のよう

な規定はない。）といった制度は、改正前法でも存在していた。 
 さらに、新法の導入により、連合意匠制度が廃止され、部分意匠（新法第 121 条）、関

連意匠（新法 127 条、権利範囲については第 137 条）、組物の意匠（新法第 129 条）とい

った制度が導入された。 
 
１．３ 出願変更制度の有無 
 ①特許出願、実用新案登録出願から意匠出願への出願変更（改正前法第 114 条、新法第

132 条）、②意匠出願から実用新案登録出願への出願変更（改正前法第 102 条、新法第 108
条）、③実用新案登録出願から特許出願への出願変更（改正前第 102 条、新法第 108 条）

が存在しているが、意匠出願から特許出願へ直接変更できる出願制度は存在しない。 
①� 時期的要件について、改正前法では、「原出願について許可査定書又は処分書が送

達された後、あるいは原出願の拒絶査定書又は処分書が送達された日から 60 日以上

経っている場合には、出願変更を申請することはできない。」と規定されているが、

新法では、「1.原出願の権利を付与すべき旨の査定書、処分書が送達された後 2.原
出願が発明出願であり、拒絶査定書が送達された日から 2 ヶ月を経過した場合 3. 
原出願が実用新案出願であり、拒絶査定書が送達された日から30日を経過した場合」

には出願変更を申請することができないと規定されている。 
 
 
                                            
＊
弁理士（木戸特許事務所） 
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２． 意匠の保護客体 
 
２．１ 意匠の定義 
 改正前法第 109 条において、意匠とは「物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であ

って、視覚に訴える創作」と定義されている。新法第 121 条において、意匠とは「物品の

全部又は一部の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創作」と定義

されている。この改正により、部分意匠についても保護の対象となる。 
 
２．２ 保護対象 
 台湾における意匠の保護対象とは、上述の定義規定を満たすものであり、肉眼で視認で

きないような極小のものも意匠の保護対象に含まれる。 
 また、新法第 121 条には、「物品に応用するコンピューター作成アイコン

（computer-generated icons , icons）（以下、「アイコン」という。）及びグラフィカル・ユ

ーザ・インターフェース（以下、「GUI」という。）も、本法により出願し、意匠登録を受

けることができる。」と規定されているため、物品との関係性が特定されれば、新法下では

保護対象となった。 
 
２．３ 保護要件 
 意匠の保護要件としては、産業利用性、新規性、創作性が要件として挙げられる（改正

前第 110 条、新法第 122 条）。 
 産業利用性については、工業生産過程に従って大量に製造できれば、産業利用性を有す

ると判断され、同一の造形手法で再現できないものは、産業利用性を有しないと判断され

る。 
 同一物品の同一意匠、同一物品の類似意匠、類似物品の同一意匠、類似物品の類似意匠

については、新規性が無いと判断される。この類似の判断主体は、審査基準によれば、当

該意匠に係る物品の属する領域に普通の知識と認知能力を有する消費者を主体として、商

品を選択購入する観点に基づいて判断する。 
 創作性は、新規性がある意匠であっても、該意匠の属する技芸領域に通常知識を有する

者が、当該意匠の全体的なデザインは、出願前の先行意匠に基づいて容易に考えつくこと

ができるものは、創作性を有しないとされる。 
 先後願に関する規定は、改正前第 118 条、新法第 128 条に規定されており、「同一又は

類似の意匠について、2 以上の意匠登録出願があった場合、その最先の出願人のみが、意

匠登録を受けることができる。」とされている。同日の場合には協議となり、協議が成立し

ない場合には、いずれも意匠登録を受けることができない。なお、審査基準 4.4 によれば、

意匠全体を対象として類否判断するとされているため、全体意匠の部分・部品と同一又は

類似に係る意匠出願の先後願については、判断していないものと思料される。 
 
３．意匠の開示方法 
 
３．１ 提出書面などの内容、記載項目 
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 出願時に提出しなければならない書類は、願書、明細書、図面である。 
ここで、明細書の記載事項は、下記である。 

  ・物品の名称（新法では、「意匠の名称」） 
  ・創作説明（「物品の用途」と「創作の特徴」） 
  ・図面の説明 
 なお、新法に基づく施行細則においては、「物品の用途」を単独にし、「創作の特徴」と

「図面の説明」を併せて「意匠の説明」としている。 
また、新法下で保護されるコンピュータグラフィックス及びグラフィカル・ユーザー・

インターフェイスの意匠であっても、物品の記載は不可欠である。 
また、新法下では、意匠の名称及び図面で明瞭に表現されている場合は、物品の説明の

記載が省略できる。 
さらに、新法下での意匠の説明についても、意匠の名称及び図面で明瞭に表現されてい

る場合には省略できるが、部分意匠である旨、色彩、図面の省略、コンピュータグラフィ

ックス及びグラフィカル・ユーザー・インターフェイスの連続的変化順序がある場合には、

その旨を明記しなければならない。また、補助図・参考図や組物の各構成物品の名称につ

いても記載しなければならない。 
 
図面については、意匠を最もよく表現している図を選択図として指定する必要がある。 

 なお、新法下では、各図の名称（例えば、正面図、側面図）を記載しなければならない

ことが明確とされた（新法細則第 56 条）。 
 図面は、Ａ４サイズの用紙を作成しなければならず、四隅は 2 センチ以上空ける必要が

ある。なお、新法下においては、「各図を 3 分の 2 に縮小しても、図面の各細部が明瞭に

識別できるようにしなければならない」という規定が加わった（新法細則第 55 条）。 
 
３．２ 許容される意匠の表現 
図面は製図法に基づく墨線図に代えて、写真、コンピュータグラフィックスといった方

法で意匠を表現することができる。 
ただし、意匠のラインを明晰にすること、背景は白又はその他シンプルな色彩であり、

意匠の輪郭とはっきり区別できるようになっていなければならない。 
 
３．３ 許容される意匠の表現手法 
 図面については、改正前法に基づく施行細則第 33 条第 1 項によれば、「斜視図＋6 面図」

又は「2 以上の斜視図」で表現しなければならない。なお、新法に基づく施行細則第 55
条では、「主張する意匠の外観を十分開示するために、充分な図を有しなければならない。」

とされた。 
 斜視図の作成図法としては、正投影、斜投影、透視投影が挙げられる。 
 意匠の表現を補助するための「断面図」「部分拡大図」「ユニット図」「変化状態を有する

図面」「参考図」などを用いて表現することが可能である。 
 また、色彩については、「当該色彩が物品に適用された場合の結合状態図を添付しなけれ

ばならない」と改正前法に基づく施行細則では規定されているが、「図面にその色彩を表示
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しなければならない」と新法に基づく施行細則で規定され、色彩を主張する場合の開示方

法が明確に定められた。したがって、新法下においては、色彩が含まれる場合は、当該図

面にその色彩を表示しなければならない。 
 なお、改正前法下の施行細則第 33 条には、「すべての指定色の工業用色見本番号を明示

し又は色カードを添付しなければならない」と規定されているが、出願人の負担が大きい

ため、新法下では削除された。 
 輪郭線のみで表示すると、物品表面の特徴を表現することが難しい場合には、意匠表面

の曲面変化や特定の材質の特徴について、「表面の陰影」「透明材質の表示」などの適切な

製図方法で表現できる。 
新法下で保護される部分意匠については、意匠登録を受けようとする部分を「明確に区画で

きる表示方法で表示しなければならない。」と施行細則で規定されているが、具体的な表現方法

については、まだ不明である。 

なお、マネキンなどの付属品の映り込みといった表現方法は許容されていない。 
 
４．意匠の表現に関する願書記載事項 
 
４．１ 記載事項全般 
 願書記載事項は、下記事項である。 
  ・物品の名称（新法では、「意匠の名称」） 
  ・創作者の氏名、国籍 
  ・出願人の氏名・名称、国籍、住所など 
  ・代理人の氏名、住所など 
 
４．２ 新規性喪失の例外規定の有無 
 改正前第 110 条では、意に反る公知及び政府が主催又は認可した博覧会での展示につい

ては、新規性喪失の例外として取り扱われ、新法第 122 条においては、さらに刊行物発表

も新規性喪失の例外規定の対象となる。 
 このような事実の発生後、6 ヶ月以内に出願した場合（刊行物発表、博覧会展示の場合

には、出願時にその旨を願書に記載する必要がある。）については、新規性を喪失しない例

外事情として取り扱われる。 
 
５．意匠の特定・認定・補正の考え方 
 
５．１ 意匠の十分な開示要件 
 出願日を確保するためには、願書、明細書、図面が揃って提出されていなければならな

い（改正前第 116 条、新法第 125 条）。なお、外国語で明細書及び図面を提出し、期間内

に翻訳文を提出した場合には、外国語書面が提出された日が、出願日となる。 
 なお、明細書及び図面は、当該意匠が所属する技芸分野の通常の知識を有する者がその

内容を理解し、それに基づいて実施できるよう、明確かつ十分に開示されている必要があ

る（改正前法第 117 条、新法第 126 条）。 
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 改正前法においては、これに違反する場合には、補正の機会が与えられていた（改正前

法第 122 条）。 
 
５．２ 意匠の認定・補正の要件 
意匠の認定において、審査基準第三篇第三章 2.4.3.2.3 によれば、普通の消費者に容易に

注意を起こす部分が意匠の要部（デザインの特徴的部分）として認定される。これは物品

のデザインの内容に応じて、新規的な特徴であるか、視覚的に正面の部分であるか、使用

状態にあるデザインであるかなどを参酌して、要部がどこであるか認定される。 
また、意匠の審査官は約 15 名おり、産業利用性、新規性、創作性の順に審査される。

諸外国の特許庁のデータだけでなく、独自に収集した雑誌、カタログやインターネット記

事なども先行意匠の対象として調査している。 
類否判断の主体は、前述のように消費者であり、商品者が商品を選択購入する観点で混

同するかどうかに基づき、判断される。肉眼で直接的に対比観察した場合だけでなく、異

なる時間空間で隔離して間接的に対比観察した場合でも混同が生じるのであれば、両意匠

は、同一又は類似と判断される（審査基準第三篇第三章 2.4.3.2.4）。 
 
補正は、出願時の明細書及び図面に開示した範囲を超えてはならないとされている。物

品の名称について、図面の内容に基づいて図面と一致させるような補正（物品名称は「椅

子」、図面は「机」の場合に、物品名称を「机」とする補正）は、開示した範囲を超えてい

ないと判断される（審査基準第三篇第五章 1.4.1.2）。また、図面に色彩を追加するような

補正は、通常は異なる視覚効果を生むため、開示した範囲を超えていると判断される（異

なる視覚効果を生み出さない場合は、超えていないと判断される。また、色彩を削除する

場合は、通常は出願時の視覚効果を直接知ることができる内容に属するとして、超えてい

ないと判断される。）（審査基準第三篇第五章 1.4.4.2.1）。開示範囲を超えたと判断された

場合には、拒絶査定となる。 
なお、新法の施行細則第 57 条が追加され、出願時の明細書又は図面に一部遺漏があり、

出願人によって追完された場合は、追完された日付が出願日とされる規定が設けられた。 
 

６．意匠の単一性の考え方 
 
６．１ 一出願と認められる範囲 
 一意匠一出願が原則である（改正前第 119 条、新法第 129 条）。 
 
６．２ 一意匠と認められる範囲 
 ペンのキャップとペン、カップとカップの蓋、一対の靴下、１セットのトランプなどは、

特定の用途を構成しているので、一物品として認められる。一方、靴と靴下、テーブルと

イス、ナイフとフォークは一物品としては認められず、一意匠とは認められない。 
 なお、新法第 129 条において、「同一の分類に属する 2 以上の物品であって、かつ、慣

習上組物全体として販売又は使用されるもの」については、一意匠として出願が認められ

るようになった。 
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６．３ 分割要件 
 2 以上の意匠を含む出願については、分割することが可能である（改正前 129 条 1 項で

準用する 33 条、新法第 130 条）。 
  
７．意匠権 
 
７．１ 意匠権の効力範囲 
 改正前法第 123 条、新法第 136 条において、意匠権の範囲は、「図面を基準とし、明細

書を参酌することができる。」と規定されている。 
 意匠権の権利侵害において、類否の判断主体は、一般的な消費者を基準とされるが、同

一又は類似と判断された場合には、侵害疑義物品が登録意匠の新規的特徴を含んでいるか

どうかを、当業者を基準として判断する。侵害疑義物品と登録意匠が同一又は類似であり、

かつ、新規的特徴を包含することで、はじめて意匠権侵害を構成することとなる（下記９

において紹介する判例参照。）。 
 
７．２ 権利行使の制限事項 
 研究・実験目的や出願前にすでに台湾で実施されていたもの、単に国境を通過するにす

ぎない装置などには、効力が及ばない旨が規定されている（改正前法第 125 条。新法第 142
条で準用する第 59 条。）。 
 また、権利侵害の訴訟に無効審判が関連する場合には、知的財産局は、優先的に審理す

ることができる旨規定されている（改正前第 129 条で準用する第 90 条、新法第 142 条で

準用する第 101 条。）。 
 
８．意匠公報に掲載された意匠の表現例 
  
 台湾知的財産局作成の「Manuel for preparing the description and drawings of the 
design patent specification ( 新 式 樣 專利 圖說圖 面說明 及圖 面 製 作 須 知 ) 」
（http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3817&guid=86c583f3-e876-4b8
4-ad13-e3c66a8e504c&lang=zh-tw）（最終訪問日：2013 年 2 月 18 日）において、意匠

表現について、かなり詳細に例示されているので、参考となる。 
 日本語訳版（意匠登録出願の説明書における図面説明及び図面の作成に関するガイドラ

イン）が、理律法律事務所により作成されており、WEB サイトより入手可能である

（http://www.leeandli.com/web/j/info_alertsheet.asp?id=45）（最終訪問日：2013 年 2 月

18 日）。 
 
９．意匠権に係る判例について 
 
 意匠の表現が直接争点となった判例については、抽出されなかったが、最近の知財裁判

所での意匠侵害に関する判例を紹介する。 
 

http://www.leeandli.com/web/j/info_alertsheet.asp?id=45
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3817&guid=86c583f3-e876-4b84-ad13-e3c66a8e504c&lang=zh-tw
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①電子プレーヤーに関する判決（知的財産法院 100 年度民事第 7 号） 
 
 原告は、「音楽プレーヤー」を特許主務官庁に意匠登録出願(以下、係争登録という)した。

特許主務官庁は登録査定とし、登録証書を発給した。原告は起訴前に、被告の製品が係争

登録を侵害していると通知しており、被告の受取が記録に残されている。しかしながら、

被告は、原告が発送した警告書受領後も継続して係争製品を輸入した。これとは別に、被

告は原告の係争登録の意匠並びに製品構造を実用新案登録出願した。被告は単に製品の外

観を盗用しただけでなく、使用説明書まで盗用したとして、原告は被告が故意に係争登録

を侵害した行為について、賠償するよう申し立てた。 
  
 被告の抗弁によると、原告の警告書受領後、直ちに「自ら比較対照」、「行政院公平交易

委員会へ告発」、「係争登録の無効審判請求」及び「登録侵害鑑定報告の提出」等のプロセ

スを進め、係争製品は係争登録を侵害するおそれがないことを確信した後、引き続き係争

製品を販売したので、主観的な悪意はない。被告は、その購入した「係争製品」を特許主

務官庁に実用新案登録出願したのであり、「係争登録の製品」を出願したのではない。この

他、係争登録は意匠であり、被告は係争製品を実用新案として登録出願したのであって、

両者が求める登録性の意味は完全に異なり、被告が主観的に故意で係争登録を侵害したこ

とは全くないことを十分証明している。 
 
 裁判所は、本件審理後、以下のとおり認めた。登録意匠に関する侵害判断は、「登録出願

された意匠 [以下、登録出願意匠という] の範囲の解釈」及び「解釈後の登録出願意匠の

範囲と権利侵害を訴えられた物品 [以下、被訴権利侵害物品という] の比較対照」のプロ

セスを含まなければならず、「登録出願意匠の範囲の解釈」は、出願時に、出願前の先行技

芸と比較対照し、客観的に視覚を通して、新規性、創作性を与える新規な特徴を追求した

ものに限られ、機能的な意匠は排除しなければならない。「解釈後の登録出願意匠の範囲と

被訴権利侵害物品の比較対照」については、当該意匠が属する技芸分野について通常の知

識を有する者を基準として、被訴権利侵害物品の技芸内容を解釈、分析し、更に一般的な

消費者を基準として、解釈、分析後の被訴権利侵害物品と解釈後の登録出願意匠物品とを

視覚的に意匠全体が同一又は類似であるか否か判断しなければならない。被訴権利侵害物

品と登録出願意匠物品が視覚的に意匠全体が同一又は類似であるときは、更に当該意匠が

属する技芸分野において通常の知識を有する者を基準として、被訴権利侵害物品が登録出

願意匠の新規的特徴を含むか否かを判断する。そして被訴権利侵害物品と登録出願意匠物

品が視覚的に意匠全体が同一又は類似であり、かつ新規的特徴を包含しているのであれば、

そこで始めて登録出願意匠の範囲に入り、侵害を構成する。係争登録の全体的な視覚上の

意匠と係争製品は、ほぼ同一という程度に類似しており、したがって係争製品は係争登録

の新規的特徴を包含すると認定できる。係争製品は係争登録の登録出願範囲にあり、侵害

を構成すると十分に認められる。 
 
裁判所は、原告が要求した賠償及び被告は製造、販売の申し出、販売、使用又は上述の目

的で係争登録を侵害する物品の輸入はできないとの申立は理由があり、認めなければなら
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ないとの判決を下した。 
（㈲ユニオンパテントサービスセンター  工業所有権ニュース 2012/6/20 より

http://www.unionpatent.com.tw/p2-1j.asp?nid=472&strKey=&ppage=）（最終訪問日：

2013 年 2 月 18 日） 
 
１０．参考文献 
 
（１）専利法 
（２）新専利法（仮訳） 
（３）特許規則 
（４）新実施細則草案（仮訳） 
（５）意匠登録出願の説明書における図面説明及び図面の作成に関するガイドライン

「Manuel for preparing the description and drawings of the design patent 
specification (新式樣專利圖說圖面說明及圖面製作須知)」 
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3817&guid=86c583f3-e87
6-4b84-ad13-e3c66a8e504c&lang=zh-tw）（最終訪問日：2013 年 2 月 20 日）（台

湾知的財産局作成） 
同日本語訳版（意匠登録出願の説明書における図面説明及び図面の作成に関する

ガイドライン）（http://www.leeandli.com/web/j/info_alertsheet.asp?id=45）（最終

訪問日：2013 年 2 月 20 日）（理律法律事務所翻訳） 
（６）本報告書第 III 部海外アンケート調査結果（UPSC 聯合專利商標事務所による回答） 

 
 

http://www.unionpatent.com.tw/p2-1j.asp?nid=472&strKey=&ppage=
http://www.leeandli.com/web/j/info_alertsheet.asp?id=45
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=3817&guid=86c583f3-e876-4b84-ad13-e3c66a8e504c&lang=zh-tw
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第Ⅲ部 海外アンケート調査 
 
１．海外アンケート調査の目的と手法 

調査対象 15 か国・地域の意匠制度及び運用を調査するために、各国・地域の法律

事務所にアンケート票を送付して回答を得た。回答に当たっては次の海外事務所の協

力を得た。なお、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）に関しては直接当該官庁にアンケ

ート票を送付し回答を得た。 
 

1  中国 北京林達劉知識産権代理事務所 
2 アメリカ合衆国 Finnegan, Henderson, Farabow, 

Garrett & Dunner, LLP 
3 欧州共同体商標意匠庁（OHIM） 同左 
4 韓国 Kim & Chang 
5 台湾 UPSC 聯合專利商標事務所 
6 香港 Deacons 
7 インド Kan & Krishme 
8 ロシア Gorodidissky & Partners 
9 ブラジル Kasznar Leonardos  
10 オーストラリア Shelston IP 
11 南アフリカ Dr Gerntholtz Inc 
12 トルコ Destenk Patent Inc 
13 ニュージーランド Shelston IP 
14 アラブ首長国連邦（UAE） Rouse& Co 
15 フランス Beau de Lomenie 

 
 

２．海外アンケート調査の結果 
回答は各国・地域の制度を一覧表として俯瞰できるように、質問項目ごとに各国・

地域の回答を整理した。次ページから各法律事務所より得られた回答を示す1。一覧

表の左端列には、質問に対する我が国意匠制度の回答を事務局で記載し、これと同等

の回答の国の欄には色をつけて、我が国制度との同一性が容易に判別できるようにし

た。 
 
 
 

                                            
1 調査結果一覧表は通しページとしたが、回答中の注については、別添資料として調査結果一覧表の後に R-1～4
として添付した。 



海外アンケート調査の結果　一覧表

日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

意匠法 専利法 特許法
意匠理事会

規則
デザイン保

護法
専利法 意匠条例 意匠法 特許法

産業財産権
法

意匠法 意匠法 意匠法 意匠法 特許意匠法 知的財産法

「意匠」とは、
物品(物品の
部分を含
む。)の形
状、模様若
しくは色彩又
はこれらの結
合であつて、
視覚を通じ
て美感を起
こさせるもの
(2条)

「意匠」とは、製
品の形状、模
様又はそれら
の組合せ、及
び色彩と形状、
模様の組合せ
について提案
された、美感に
富み、工業的
応用に適した
新しいデザイン
をいう(2条）。

「製造物品の
ための新規，
独創的かつ装
飾的」意匠
(171条）

「意匠」とは，
製品の全体又
は一部の外観
であって，その
製品自体及び
／又はそれに
係る装飾の特
徴，特に線，
輪郭，色彩，
形状，織り方
及び／又は素
材の特徴から
生じるものをい
う(3条(a))。

「デザイン」と
は、物品〔物品
の部分(第12
条を除く)およ
び文字体を含
む。以下同じ〕
の形状・模様・
色彩又はこれ
らを結合したも
ので、視覚を
通じて美感を
起させるものを
いう（2条1
号）。

「意匠」とは、
物品の形状、
模様、色彩又
はこれらの結
合であって、
視覚
に訴える創作
を指す(109
条)。

「意匠」とは，
工業的方法に
より物品に適
用される形状，
輪郭，模様又
は装飾の特徴
であって，完
成物品におい
て視覚に訴
え，かつ，視覚
で判断されるも
のをいう(2
条)。

「意匠」とは，手
工芸的，機械
的，若しくは化学
的の如何を問わ
ず，又は分離若
しくは結合の如
何を問わず，工
業的方法又は手
段により，2次元

若しくは3次元又
はその双方の形
態かを問わず，

物品に適用さ
れる線又は色
彩の形状，輪
郭，模様，装
飾若しくは構
成の特徴に限
られるもので
あって，製品
において視覚
に訴え，かつ，
視覚によって
のみ判断され
るものを意味
する(2条(d))。

物品の外観を
決定する、工
業的に又は職
人により製造さ
れた当該物品
の美術的表現
及びデザイン
表現(1352条
1.)

物品の装飾的
造形体又は製
品に利用する
ことができる線
及び色彩の装
飾的配置で
あって，その外
形に新規かつ
独創的な視覚
的成果をもた
らし，工業生産
のためのひな
形にすることが
できるもの(95
条)

「意匠」とは，製
品に関連して，
その製品の1
又は複数の視
覚的特徴から
もたらされる製
品の全体的な
外観をいう(5
条)。

「意匠」とは，
美的意匠又は
機能的意匠を
いう。「美的意
匠」とは，物品
に応用する意匠
であって・・・視
覚に訴え，か
つ，視覚でのみ
評価される特徴
を有するものを

いう。「機能的
意匠」とは，物
品に応用される
意匠であっ
て・・・当該意匠
が応用される物
品が果たす機能
によって必要とさ
れる特徴を有す

るものであり，集
積回路の回路
配置，マスク
ワーク及び連
続マスクワーク
を含む。(1条)

「意匠」とは，
物品又はその
装飾の全体又
は部分の外観
を構成するも
のとして五感
により感知され
る線，色彩，織
り方，形状，音
声，弾性，物
質的その他の
特徴などの
様々な模様の
すべてを意味
する(3条(a))。

「意匠」とは，
形，形状，模
様又は装飾の
特徴であって
工業的方法若
しくは手段に
よって物品に
用いられ，製
品においては
視覚に訴え若
しくは視覚に
よってのみ判
断されるものを
いうが，構造に
ついての方法
若しくは原理
を含まず又は
その形若しく
は形状に形成
される当該物
品が果たす機
能によっての
み定まる形若
しくは形状の
特徴を含まな
い(2条(1))。

意匠：産業又
は工芸で使用
することができ
る革新的な3
次元形状。
産業図面：産
業又は工芸で
使用することが
できる製品を
生み出す線又
は色の革新的
な創作。(1条)

製品の全体又
は部分の外観
であって，特に
その製品の
線，輪郭，色
彩，形状，織り
方又は材質の
特徴に由来す
るもの(L511条
1)

・部分(2条)
・一意匠(7条)
・組物(8条)
・関連(10条)
・分割(10-2)
・変更(13条)
・秘密(14条)

・多意匠一出
願(31条)

(実務上､部
分意匠も複
数意匠も出
願可能)

・多意匠一出
願(37条)

・部分(2条)
・類似(7条)
・組物(12条)
・秘密(13条)
・動的(基準3
条3項)

・部分(新121)
・関連(新127)
・組物(新129)
・動的(基準3
篇2章1.4.1)

・組物(2条)
・多意匠一出
願(13条)
・部分(ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ)

・組物(規則2
条(e))

・多意匠一出
願(1377条1)
・分割(1391
条2,1384条
5)

・秘密(106
条)
(実務上、
セット意匠、
動的意匠も
可)

・多意匠一出
願(22条
(1)(c)(d))
(実務上､部
分意匠、セッ
ト意匠も可)

・組物(1条) ・多意匠一出
願(28条)
・公告延期
(35条)

(実務上､部

分意匠可)
・多意匠一出
願(45条)

・部分(511条
1)
・多意匠一出
願(規則512条
3)
・簡易出願
(512条2)

設定登録の
日から20年

出願日から10
年(42条)

付与日から
14年(173条)

改正後は登
録から15年

出願日から5
年間，25年
を限度(12
条)

設定登録日
から15年(40
条)

出願日から
12 年(113
条)

出願日から5
年間，25年ま

で(28条)

登録日から
10年間，5年
間延長可(11
条)

出願から15
年，10年延

長可(1363
条)

出願日から
10年，5年を

3 回延長可

(108条)

出願日から5
年，又は更新
により出願日
から10年(46
条)

(a)美的意

匠：15 年，

(b)機能的意

匠：10 年
(22条)

出願日から5
年，25年まで

5年毎に更新

可(12条)

登録日から5
年，15年まで

5年毎に延長

可(12条)

意匠、産業
図面の保護
期間は出願
日から10年
(49条)

出願日から5
年間，25 年
まで5 年毎に
延長可
(L513 条1)

・物品の説
明(様式2)
・意匠の説
明(6条)
・正投影､等
角投影､斜
投影､斜視
図(様式6)
・写真､ひな
形､見本(規
則4､5条)
・破線(様式

6)

・図面又は写
真(細則27条)
・簡単な説明
(名称､用途､
設計要点を
明記:細則28
条)

・表面陰影
・破線は可視
の外周構造
か､権利請求
外
・写真とインク
図面の組合
せ不可(規則

1.152)
・図面の簡単
な説明(規則

1.154)

・1意匠7図ま
で、
・1出願にお
ける意匠の
数には制限
なし(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝ)
・100語以下
の説明も可
(委規1条)

・審査登録出
願書又は無
審査登録出
願書(9条)
・３D画像提

出可（基準3
条)
・少なくとも1
図(2010年1
月に6図から

1図ﾍ:規則5
条)

・図面説明書
(物品の名
称､創作の説
明､図面の説
明､図面:117
条)(新法では
明細書と図
面)
・斜視図+6
面図又は2以
上の斜視図
(細則33条)

・英語､中国
語による新
規性の陳述
書(規則8
条)
・斜視図必
要(ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝ14(5))

・写真､ﾄﾚｰｼ
ﾝｸﾞ､CG､見

本も可(規則

14)
・破線は権利
請求外(基
準)
・斜視図が好
ましい(ｶﾞｲﾄﾞﾗ
ｲﾝ)

・物品の表
現､物品の全
体図､明細､
本質的特徴
の一覧表
(1377条)

・対象物の使
用分野､必要
な場合は明
細書・クレー
ム(101条)
・三次元の場
合、斜視図
は必須(基準

11.4.1)

・各意匠の表
示又は表示
であると認め
られる情報が
必須(規則

3.01)
・陰影は一般
に湾曲した表
面を表示(基
準14.5)

・定義陳述書
に物品の特
徴に関する
説明陳述書
を付すること
ができる(規
則12,15)
・回路配置等
の機能的意
匠には説明
陳述書が必
須(規則15)

・図面等の複
製に適したも
の､説明書､
使用される物
品の一覧(26
条)
・表現物と
は・・・図面､
画像等の手
段で作成さ
れたもの(基
準2.2.2)

・複数の図形
が示される場
合は・・・場合
に応じて斜
視図，正面
図，側面図，
平面図，その
他として，明
示されなけれ
ばならない
(規則27)

・出願には一
つ以上の産
業図面又は
意匠を含める
ことができる。
ただし、図面
又は意匠の
合計数が20
を超えない場
合に限られる
(45条)

・一つの出
願に100の
意匠まで含
めることが
できる(規則

512条3)

あり

ただし、無効
審判請求可
(48条)

なし
(予備審査の

み：40条)

ただし、評価
報告書制度
がある（専利
法61条）

あり
(131条を準

用する171
条)

なし
(45条）

ただし、抗告
後の無効申
請制度があ
る（24条）

あり
（25条）

ただし、規則
9条3項で指
定する物品
は無審査登
録出願のみ
可(9条6項)

あり
(120,121条)

ただし、登録
取消制度が
ある

なし
(27条)

あり
(5条)

あり
(1391条1）

なし
(106条)

ただし、新規
性・独創性に
関する審査請
求可、実体審
査の見解書が
発行される
(111条)

なし
(24､25条)

ただし、登録後
に何人かの請
求又は登録官
の発意により審
査することがで
きる(62～65
条)

なし
(15条)

ただし、裁判
所への意匠
登録の無効
請求制度が
ある

なし
(32～34条)

編者：注*）

あり
(7条)

あり
(44条)
ただし、実際
には審査は
行われてい
ないとの情報
有り

なし
(L512条2)

日本分類
国際意匠分類
（ロカルノ分類）

アメリカ合衆国
分類

ユーロ国際意
匠分類（ユーロ
ロカルノ分類）

韓国分類
国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

国際意匠分類
（ロカルノ分

類）

【０，各国意匠制度基本情報】

意匠を保護する法律

意匠の定義

意匠特有の制度

実体審査の有無

編者：注*）トルコについては実体審査を行っているとの
調査報告書等もあり、なお調査が必要であると考えられ
る。

意匠の開示の特徴

意匠分類

権利期間
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日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

ある ある ある ある ある ある ある ある　(詳細は、

Ｒ-1を参照）

ある ある ある ある ある ある ある ある

ある ある ある ある ある ある ある ある　(詳細は、

Ｒ-1を参照）

ある ある ある ある ある ある ある ある

ある ある ある ある ある ある ある ある　(詳細は、

Ｒ-1を参照）

ある ある ある ある ある ある ある ある

ある

±4名

ある

±4名

専門部署が
ある

ある ない ある ない ある ない（2013年1
月１日から新法
が施行されると、
あり）

ある ない（詳細は、Ｒ
-1を参照）

ない ない ある ある ない
編者：注＊＊＊）

ある ない ある

ある ある ある ない ない（関連意匠と
類似する類似デ
ザイン制度を採
用している）

ある ある ない ない ない 回答なし ある ない 回答なし ない ない

ない ある ない ある ある ない ある ない ある ある ある ない ない ある ある ある

ある ない ない ない ない 発明特許および
実用新案の出願
は意匠出願へ変
更でき、意匠出
願は実用新案出
願へ変更でき、
実用新案出願は
発明特許出願へ
変更できる。しか
し、意匠出願を
発明特許出願へ
直接変更するこ
とはできない

ない ない ない ない ない ない ない ない ない なし

ある ない ある ない ある ない ない ない ない （場合によって
は）ある

ない ある ない 回答なし ない ない

ある ある ある ない
編者：注＊）

ある ない ない
編者：注＊＊）

ある

(詳細は資料R-1
を参照）

ない ない ある ない ある（12ヶ月のグ
レースピリオド）

ある（秘密開示と
指定博覧会展
示）

ない ある

ある ある ある ある ある ある ある ない ない ない ない ない ない ない ある ない

Q1-6　右記の事項につ
いて貴国の状況を教え
て下さい。（制度の有無
をお教えください。）

編者：注＊）OHIM回答で
は新規性喪失は「ない」と
の回答であるが、国際展
示優先権（CDR44条、審

査基準10.2）は認められる
と考えられる。第Ⅱ部参照
のこと。

編者：注＊＊）香港では、
新規性喪失の例外が認め
られると考えられる（条例
第9条）。第Ⅱ部参照のこ
と。

編者：注＊＊＊）トルコは、
部分意匠制度が「ない」と
回答であるが、実務として
認められているとの情報も
ありなお調査が必要である
と考えられる。

部分意匠制度

多意匠一出願制度

Q1-5　実体審査を行っている国に質問します。新規
性の判断について、行っている先行調査に当てはま
るものを下記の中からすべてご記入下さい。
□自国の意匠公報、□他国の意匠公報、□特許公
報等、□公知資料（雑誌・カタログ、インターネット、そ
の他）

各種料金減免制度

新規性喪失の例外

関連意匠制度

特許、意匠の間での出願変
更制度

N/A N/A

専門部署がある
2人

ない ない

Q1-3　貴国では、意匠出願の実体審査を行っていま
すか。下記の当てはまるものを記入をお願いします。
□すべての出願について行っている、□一部の意匠
出願について行っている、□行っていない
編者：注*）トルコについては実体審査を行っているとの調
査報告書等もあり、なお調査が必要であると考えられる。

Q1-4　実体審査を行う専門部署がありますか。専門
部署がある場合には、その専門部署の担当者数を記
入願います。

自国公報、
外国公報、
雑誌、カタロ
グ、インター
ネットの公知
資料

すべての出
願について
行っている

行っていない

N/A

ない

すべての出願に
ついて行ってい
る

専門部署がある
（担当者　約14
人）

自国公報、、日
本、米国、ヨー
ロッパ、韓国の公
報、雑誌、カタロ
グ、インターネッ
トの公知資料 N/A

特許公報等

（詳細は、Ｒ-1を
参照）

専門部署がある
（担当者　約120
人）

すべての出願に
ついて行ってい
る

すべての出願に
ついて行ってい
る

実体審査は規則
で定められてい
るが、業務とし
て、まだ特許庁
で採用されてい
ない

行っていない

ない

行っていない

出願人または第
三者の請求に応
じて、しかるべき
審査が行われる

ない
実体審査の実施
は、審査官／長
官補（Assistant
Controller）に
委ねられている

専門部署がある
（担当者　約40
人）

行っていない 行っていない

編者：注*）

専門部署がある
ロシア特許庁の
意匠部門（担当
者数：約50人）

N/A

ない ない

編者：注*）

すべての出願に
ついて行ってい
る

自国公報

一部の意匠出願
について行って
いる

自国公報、義務
的な調査として米
国、ヨーロッパ、
特許公報の公
報、雑誌、カタロ
グ、インターネット
の公知資料

専門部署がある
（担当者　約6人）

方式審査によっ
て登録後、請求
がされたものに
限って行う

N/A

自国公報、他国
の意匠公報、特
許公報等、公知
資料

N/A N/A

自国公報、義務
的な調査として
日本、米国、フラ
ンス、英国、ドイ
ツ、スペイン、
WIPO、OHIM
の公報、雑誌、
カタログ、イン
ターネットの公知
資料

自国公報、日
本、米国、ヨー
ロッパの公報、雑
誌、カタログ、イ
ンターネットの公
知資料

行っていないすべての出願に
ついて行ってい
る

行っていない

ない

ない
専門部署自体は
ないが、こうした
問題を調査する
審査官を任命す
ることはできる

中国特許庁で
は、意匠審査部
を設けているが、
左記のような部署
分けはない。意
匠審査部には約
200人の担当者
がいる

ない ないある
意匠部門の審査
官16人

ある（USPTOの
テクノロジーセン
ター(TC) 2900
が意匠特許出願
の審査を行う）人
数は約200人

ない
専門部署自体は
ないが、こうした
問題を調査する
審査官を任命す
ることはできる

ない ないある
約3人

□ある
(担当者数）

□ない

ある

ある(意匠部

門)

□ない

ない

ある（担当者数
は不明）

ある（意匠部門）

そのような管理を
する専門部署は
ない。担当者が
審査の全手順を
行う

ない ある
4人
（公序良俗の審
査は行わない）

ある
2人

ないある
2人

ない

ない

ない

ある
4人

ある
4人

ある
ロシア特許庁の
意匠部門が行う
担当者数：約50
人

ない

□ある
(担当者数）

意匠の法律

方式審査基準

意匠審査基準

Q1-2(2) 分類付与・確認を行う専門部
署

Q1-1 貴国には、①意
匠の法律（法的拘束力のあ

るもの）、②方式審査基
準（法的拘束力のあるもの）

や③意匠審査基準（法的

拘束力のないもの）がありま
すか。

早期審査制度

【１，制度】意匠に関する、貴国の産業財産権の制度
について、以下の設問にお答え願います。

Q1-2(1) 意匠出願の図面の記載要件
の確認、公序良俗の審査を行う専門部
署
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日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

「意匠」とは、
物品(物品の
部分を含
む。)の形
状、模様若
しくは色彩又
はこれらの結
合であつて、
視覚を通じ
て美感を起
こさせるもの
(2条)

「意匠」とは、製品
の形状、模様又
はそれらの組合
せ、及び色彩と形
状、模様の組合
せについて出さ
れた、美感に富
み、工業的応用
に適した新しいデ
ザインをいう

米国では、意
匠とは、製造
物品に取り入
れられる若し
くは適用され
る視覚的、装
飾的な特徴で
構成されるも
のをいい、意
匠特許出願の
対象は、物品
の外形若しく
は形状、物品
に適用される
表面装飾、又
は外形と表面
装飾の組合せ
に関するもの
とすることが
できる

意匠理事会規則
第3条(a)：「意
匠」とは、製品の
全体又は一部の
外観であって、
その製品自体及
び／又はそれに
係る装飾の特
徴、特に線、輪
郭、色彩、形状、
織り方及び／又
は素材の特徴か
ら生じるものをい
う

「デザイン」とは、
物品（物品の部
分(第12条を除

く)及び書体を含
む、以下同じ）の
形状・模様・色彩
又はこれらを結
合したものであっ
て、視覚を通して
美観を起こさせる
ものをいう（デザ
イン保護法第2
条第1号）

「意匠」とは、物
品の形状、模
様、色彩又はこ
れらの結合で
あって、視覚に
訴える創作を指
す
類似意匠とは、
同一人がその所
有する別の意匠
に基づいて創作
したものであっ
て、その構成が
類似しているもの
を指す（台湾専
利法第109条）

工業的方法によ
り物品に適用さ
れる形状、輪郭、
模様又は装飾の
特徴であって、
完成物品におい
て視覚に訴え、
かつ視覚で判断
されるものをいう

意匠法第2条
（Ｄ）に規定され
ている
（詳細は、Ｒ-1を
参照）

「意匠」とは、工
業製品または手
工芸品の外観を
定義する、美術
的・構造的解決
策をいう

物品の装飾的造
形体又は製品に
利用することがで
きる線及び色彩
の装飾的配置で
あって，その外
形に新規かつ独
創的な視覚的成
果をもたらし，工
業生産のための
ひな形にすること
ができるものは，
「意匠」とみなさ
れる

「意匠」とは，製
品に関連して，そ
の製品の1又は
複数の視覚的特
徴からもたらされ
る製品の全体的
な外観をいう（詳
細は、Ｒ-4を参
照）

「意匠」とは、美
的意匠又は機能
的意匠をいう（詳
細は、R-4を参

照)

意匠法554号第

3条(a)：「意匠」と
は、物品又はそ
の装飾の全体又
は部分の外観を
構成するものとし
て五感により感
知される線、色
彩、織り方、形
状、音声、弾性、
物質的その他の
特徴などの様々
な模様のすべて
を意味する

「意匠」とは，形，
形状，模様又は
装飾の特徴で
あって工業的方
法若しくは手段
によって物品に
用いられ，製品
においては視覚
に訴え若しくは
視覚によっての
み判断されるも
のをいうが，構造
についての方法
若しくは原理を
含まず又はその
形若しくは形状
に形成される当
該物品が果たす
機能によっての
み定まる形若しく
は形状の特徴を
含まない

産業図面：産業
又は工芸で使用
することができる
製品を生み出す
線又は色の革新
的な創作。
意匠：産業又は
工芸で使用する
ことができる革新
的な3 次元形状

「意匠」とは製品
またはその一部
の外観であっ
て、その線、輪
郭、色彩、形状、
織り方、材質およ
び／または装飾
に由来するもの。
（知的財産法第
L511 条1）

該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当しない 該当しない 判例が不十分 該当する 該当しない 該当する 該当する 該当する 該当する 該当しない 該当する 該当する

該当する 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当する 判例が不十分 該当する 該当しない 該当しない 該当する 該当する 該当する 該当する 該当しない 該当する

該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当する 該当する 該当する 該当する 該当しない 該当しない 該当する

該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない

該当しない 該当する 該当する 該当する 該当しない 該当しない 組物であれば該
当する

該当する(詳細

は、Ｒ-1を参照）

該当しない 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する

該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 判例が不十分 該当しない 該当しない （物品に応用した
場合は）該当す
る

該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当する

該当する 該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当する

該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当する

該当しない 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当する

該当しない 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない(詳細

は、Ｒ-1を参照）

該当する 該当しない 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当しない 該当する

該当しない 該当する 該当する 該当する 該当しない 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する

該当しない 該当しない 該当する 該当する 該当する 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当する 該当する 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当する

該当する 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する

該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当する 該当する

該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当しない 該当する 該当する

該当する 該当する 該当する 該当しない 該当する 該当する 該当する 該当する（詳細
は、Ｒ-1を参照）

該当する 該当しない 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する 該当する

該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当しない 該当しない 該当しない 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当する 該当する 該当しない 該当しない 該当する

なし なし なし 動画アイコン、グ
ラフィカル・ユー
ザ・インター
フェース

（詳細はＲ-3を
参照）

アイコン、グラ
フィックユーザイ
ンターフェース
は、2013年1月1
日から意匠特許
保護の対象に
なった。

なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

【２，意匠の保護客体】貴国で保護される意匠につい
て、以下の設問にお答え願います。

Q2-2　貴国の意匠の法
律によって保護される意
匠の保護対象につい
て、該当するかしないか
をすべてお答え下さい。
選択肢以外に保護対象
がある場合は、「その
他」欄に記入して下さ
い。

編者注＊）「動的意匠」は
Motion Design と訳した
ため、実際に動いている
物品が意匠の対象となる
かどうかと解されて回答が
なされている。従って、我
が国で言う動的意匠が保
護されるか否かは、その内
容を具体的に質問した
Q6-3を参照のこと。

編者注**）「包装ラッピン

グ」はPackaging と質問し
たため、「包装容器」が保
護対象に該当するかとの
問いに解され回答されたと
考えられる。

□ホログラム

□動的意匠）編者注*）

□画像（表示される物品を
特定して）

□画像のみ（表示される物
品を特定しない）

□テキスタイルのみ（物品を
特定しない）

Q2-1　貴国において、意匠の法律によって保護され
る意匠の定義について、記入して下さい。

□極小意匠（肉眼で視認でき
ないもの）

□3次元（３D）画像

□店舗等の室内ディスプレ
イやレイアウト

□アイコン

□包装ラッピング）編者注**）

□有体物(不動産を含む)

□有体物（不動産を含まな
い）

□建築物

□光（花火、イルミネーショ
ン等）

□グラフィックシンボル

□その他（　　　　）

□設計図

□テキスタイル（布として）
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日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

認められな
い

認められない 認められる 認められない 認められる 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められる 認められない 認められない 認められない

認められな
い

認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない

認められる 認められない 認められない 認められる 認められる 認められる 電子出願として
認められる

認められない 認められない 認められない 認められる 認められない 認められない 認められる 認められない 認められない

なし 認められる
(電子システム)

なし ファックス なし なし なし なし なし なし ファクシミリ、
Business to
Business

なし なし なし なし Ｆａｘ

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

認められる 認められない 認められない 認められる 認められる 認められない 登録官が請求す
る場合を除き、見
本は提出しない

一般的には認め
られない

認められない 認められない 簡単に移動でき
平面上で他の書
類と保管できるも
のは認められる

認められない 認められない 認められない 認められない 認められる

なし なし なし CG描画 CG描画

3Dﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ図面

CG描画 なし CG描画
ﾄﾚｰｼﾝｸﾞ

CG描画 CG描画 なし なし CG描画 なし なし なし

制度あり 制度なし 制度なし 制度なし 制度あり 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし
編者:注＊）

制度なし 制度なし 制度なし 制度あり（銀行の領
収証）

制度なし 制度なし 制度なし

電子出願で
可能な手続
を書面により
行う場合

― ― ―

電子文書で提出
可能な書類を書
面で提出する大
部分の場合(例；
審査登録出願
書)

― ― ― ― ― ― ―

電子出願で可能
な手続を書面に
より行う場合は、
総てに適用され
る

― ― ―

1200円＋

700円×枚数
― ― ―

審査登録出願
書；6万ウォン→7
万ウォン ― ― ― ― ― ― ―

出願で納入すべ
き手数料（詳細
は、Ｒ-4を参照） ― ― ―

制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度あり 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし

― ― ― ― ― ― ― ― ― 回答なし ― ― ― ― ― ―

― ― ― ― ― ― ― ― ― 回答なし ― ― ― ― ― ―

なし なし あり なし なし なし なし 手数料は現金ま
たは小切手で納
付する

なし なし なし なし なし なし なし なし

― ―

出願サイズ手数
料：100枚を超え

た場合、50枚ご
とに追加料金

― ― ― ―

すべての場合

― ― ― ― ― ― ― ―

― ―
$310

― ― ― ―
意匠法第１附則
に規定されてい
る

― ― ― ― ― ― ― ―

制度なし 制度なし 制度なし 出願数又は意匠
数に関連して

制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし 制度なし

― ― ―
複数出願の場合

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

― ― ―
（詳細は、Ｒ-4を
参照） ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

なし その他の制度あり なし なし なし なし なし なし なし なし 制度あり なし なし なし ある なし

―

費用納付に困難
がある場合、費用
の軽減を請求で
きる。中国人のみ
が対象

― ― ― ― ― ― ― ―

電子的B2B出願

（B2B:Business
to Business 仮
想専用回線)

― ― ―

個人と企業で料
金に差が設けら
れている ―

―

軽減可能な費用
は、出願料、不服
審判請求料、年
金

― ― ― ― ― ― ― ―

AUD100の減額

― ― ― ― ―

【３，意匠の開示方法】貴国の意匠出願に関する、意
匠の開示方法について、以下の設問にお答え願いま
す。

□インターネット

□図面

□電子メール

Q3-1　貴国へ意匠出願
する場合に認められる
意匠の出願形式につい
て、当てはまるか当ては
まらないかをすべて記
入して下さい。

□その他

料金内容
（自由記載）

Q3-2　貴国へ意匠出願
する場合に認められる
意匠の表現形式につい
て、当てはまるか当ては
まらないかをすべてに
記入して下さい。

どのような場合に（自由記
載）

料金内容
（自由記載）

□写真

□見本

どのような場合に（自由記
載）

Q3-3　意匠出願の表現
形式に関連して特別な
料金制度がある場合、
それはどのような制度で
すか。当てはまるか当て
はまらないかをすべて
記入して下さい。

編者:注＊）ロシア「電子化
手数料」で「制度なし」と
なっているがでは静止画
電子画像の出願は可能と
考えられる。第Ⅱ部参照の
こと。

課金制度

どのような場合に（自由記
載）

□その他

料金内容（自由記載）

□その他

どのような場合に(自由記
載）
料金内容（自由記載）

□その他

□電子化手数料

どのような場合に(自由記
載）

□書面

□電子的な記録媒体

□出願数又は意匠数に関
連して

□保管手数料

料金内容
（自由記載）

減免制度
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OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

規定

図の数

規定なし 規定なし 100枚まで 7図まで 規定なし 7図まで 回答なし 8図でないとして
も、審査官が十
分であると認める
数

物品の外観の全
面的かつ詳細な
認識を示す物品
に係る一連の図
面：斜視・正面・
背面…右側面図
が必要

規定なし 各図面用紙の5
枚のコピーを提
出ができる。図面
や用紙の数に制
限はない

規定なし 規定なし 規定なし 20図まで 100図まで認めら
れる

図の大きさ

横150mm､
縦
113mm(様
式6備考6)

3cm×8cm～

15cm×22cmの
範囲内とされる

37CFR1.84に記
載されている

書面：max 26.2 x
17cm ,
電子出願：1画像あ

たり5Mb,17cm
x24cm,2008x283
5ピクセル

規定なし 規定なし 下記注1を参照
（注１：知識産権
署（IPD）ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝが存在する）

図の大きさにつ
いて規定はない
が、詳細が鮮明
に見える大きさで
あること。

Ａ４サイズ 規定なし 各表現物はプリ
ントされるかA4
シートに張り付け
られなければなら
ない

A4サイズ 8x8 cm, 8x16
cm または

16x16 cm

A4サイズで左側

マージンが5cm
あること

10 x 20 cmまで 8cm×8cm

図法

正投影図
法､等角投
影図法､斜
投影図法

正投影図法が認
められる

平面図、立面
図、断面図、斜
視図、分解組立
図が認められる。
特許規則§1.84
を参照

規定なし 向きや内容を示
す図面で提出す
る場合は正投象
図法を用いなけ
ればならない

専利法施行細則
規則33, 第3段
落等に規定あり
（詳細は、Ｒ-3を
参照）

上記注1を参照 斜視図、正面
図、側面図等に
ついて、2003年
意匠規則14（3）
に規定あり。

規定なし 規定なし 描画が明瞭でコ
ピーによる複製
が可能であれ
ば、特別な図法
は規定されてい
ない

規定なし 斜視図法の技術
的図面が推奨さ
れ、2以上の平
面図で補足する
ことができる

規定なし（線とグ
レースケールは
認められる）

写真、図、トレー
ス。立体の場合
は、その意匠の
各面（図）のコ
ピー

正投影図法、等
角投影図法、斜
投影図法を認め
る

認められる 認められる 認められる 認められない 認められる 認められる 認められる
上記注1を参照

認められる 回答なし 認められる 認められる 認められる（説明に
おいて具体的に言及）

認められる 認められない 認められる

認められな
い

認られない 認められる 認められる
（fig.1,1.1,1-2等）

認められる 認められない 認められない 認められる 回答なし 認められる 認められない 認められない 認められない 認められる 認められる

なし なし なし なし なし なし なし 認められる 回答なし 各図及び番号を
記述した図面ﾘｽﾄ

なし 参照番号は使用
できない

なし なし なし

認められる 認められる 認められる 規定なし 認められる 認められる 認められない 認められる 認められる(2次
元の対象物は図
1つの提出で十

分)

認められる 認められる 認められる 認められる 認められない 規定なし 規定なし

認められる 認められる 認められる 規定なし 認められる 認められる 認められない 認められる 認められない 認められる 認められる 認められる 認められる 認められない 規定なし 規定なし

なし なし なし なし 常に設置または
固定されている
ため底面を見る
ことができない場
合、および画像
デザインの場合

なし 注1を参照 なし 2つの図が同一
又は対称の場合
でも、両方とも提
出する必要があ
る。

なし 特別な要求はな
い

なし 該当する場合、
少なくとも1の立
体図面があること
を推奨

審査官は通常、
物品全体が示さ
れていることを要
求する

なし なし

認められる 認められる 認められる 規定なし 認められない 認められない 認められる 認められない 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

認められる 認められる 認められる 規定なし 認められる 認められる 認められない
編者：注＊＊）

認められない 認められる 認められる 認められない 認められる 認められる 認められる

なし なし なし なし なし
編者：注＊）

なし 上記注1を参照 なし 表現物の数、種
類に制限はない
が、不必要な図
面は権利範囲を
減縮する

なし これらの種類の
図のうち、断面
図以外は認めら
れる

このような図面は
通常認められる
であろう

なし なし

認められる 認められる 規定なし 規定なし 認められる 認められる 認められる 認められない 認められない 認められない 認められる 規定なし 認められない 規定なし 規定なし 規定なし

認められる 認められる 規定なし 規定なし 認められない 認められる 認められる 認められない 認められない 認められない 認められない 規定なし 認められない 規定なし 規定なし 規定なし

認められる 認められる 規定なし 規定なし 認められない 認められない 認められる 認められない 認められない 認められない 認められない 規定なし 認められない 規定なし 規定なし 規定なし

認められる 認められない 規定なし 規定なし 認められない 認められない 認められる 認められない 認められない 認められない 認められない 規定なし 認められない 規定なし 規定なし 規定なし

なし なし なし なし 十分に表現するこ
とができない場合
は、必要な図面を
参考図として追加
可能

なし 上記注1を参照 なし 参考図は公開さ
れないが審査官
が意匠について
の理解を高める
のに役立つ

なし 特別な理由なく
認められる

なし なし なし なし なし

図の省略

□二次元であって裏面が無
模様のものは裏面の省略可

□番号の付記

□その他

2001年意匠規

則14（6）に規定
あり（詳細は、注
Ｒ-1を参照）図の表記

どのような規定ですか

□その他（自由記載）

【３，意匠の開示方法】の続き
Q3-4　貴国へ意匠出願する場合に認められる意匠
の表現手法について、何らかの規定はありますか。ま
た、それはどのようなものですか。以下の選択肢に当
てはまるか当てはまらないかを記入し、選択肢以外の
ものは、自由記載欄をご利用下さい。

図面による表現の場合

□展開図、断面図、拡大
図、斜視図、画像図等

認められない
が、拡大図の提
出を求められる
場合がある。た
だし、斜視図は
必須(2001意匠

規則14(6)）

必要図面以外の図の追
加

編者：注＊）韓国では、必
要図のみでデザインを十
分に表現することができな
い場合には、必要な図面
を参考図として追加するこ
とができると考えられる。第
Ⅱ部参照のこと。
編者：注＊＊）香港では、
断面図の提出は認められ
ると考えられる（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝ）。

□引き込み線や説明が記
載された図を認める

認められない（必
要な図は次の通
り：斜視図、正面
図、背面図、平
面図、底面図、
左側面図、右側
面図。必要な図
に加えて、審査
官の理解を高め
るために、拡大
図を提出すること
ができる。）

□（自由記載）

□使用状態を示した図であ
れば認める

□その他（自由記載）

□一意匠あたり＿図まで

参考図

その他（自由記載）

□認めていない

□意匠の理解を助ける必要
がある場合に認める

□向きや内容を示す

例）正投影図法、斜め方向
のものに限り、等角投影図
法、斜投影図法を認める
□（自由記載）

□立体物で図が同一又は対称の
場合はどちらか一方を省略可能

□認めていない
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国連邦

フランス

認められる 認められる 認められる 認められない 規定なし 規定なし 認められない 規定なし 認められない 認められる 認められない 認められない 認められない 規定なし 認められる

認められな
い

認められない 認められない 認められない 規定なし 規定なし 認められない 規定なし 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 規定なし 認められる

なし

N/A

なし なし なし なし 注1を参照 なし なし 破線は総ての場
合に認められな
い

なし なし 意匠登録に該当し
ない部分を示すた
めに点線／破線が
使用される

部分意匠は点線で
部分を区別。点線
は一定長尺断面図
の破断部にも使わ
れる

なし なし

認められる 回答なし 認められる
編者：注＊）

認められない 認められる 認められる 回答なし 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められない 認められる 認められない 認められる

認められる 認められない 認められない 認められない 認められる 認められる 認められる
注1を参照

認められない 認められない 認められない 認められる 認められる 認められない 認めれない 認められない 認められない

認められる

N/A

認められない 認められない 認められる

N/A

認められる
注1を参照

N/A N/A N/A

認められる 認められない

N/A

認められる

N/A

認められない

認められる 認められない 認められる 認められない 認められない 規定なし 認められる 認められない 規定なし 規定なし 認められる 規定なし 認められない 認められる 認められない 認められない

立体を表現
するための
「陰」は認め
られる。

認められない 視認性を低下さ
せないこと

ディスクレームの
表示として使用
する

模様と混同され
ない範囲内で細
線、点または濃
淡等を制限的に
使用可能

規定なし 認められる
注1を参照

認められない 規定なし 規定なし 制限なく認められ
る

規定なし 認められない 認められる
グレースケール
が認められる

認められない 認められない

認められない 認められない 認められない 認められない 規定なし 認められる 規定なし 認められない 認められない 規定なし 認められない 規定なし 認められない 規定なし 規定なし 規定なし

認められな
い

認められない 認められない 認められない 規定なし 認められる 規定なし 認められない マネキンの映り
込みは認められ
る

規定なし 認められる 規定なし 認められない 規定なし 規定なし 規定なし

認められな
い

認められない 認められない 認められない 原則的に認めな
いが、そのデザ
インの要旨把握
が可能な範囲内
で可能

認められる 認められる 認められない 認められない 規定なし 認められない 規定なし 認められない 規定なし 規定なし 規定なし

参照図として
認められる

マネキンがない
と、意匠をうまく表
現できない場合
のみ、マネキンを
認める

認められない 認められない なし 参照図面として
認められる

なし なし なし なし 表現物の理解の
ためを除き、説明
記述は含めては
ならない

なし これらの物につ
いては規定があ
り（施行規則第9
条）、認められな
いとされている

点線その他の線
種は、物品の特
定箇所のデザイ
ンを表示する

なし なし

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる（注2：
知識産権署（IPD）

ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝが存在）

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

写真の数

規定なし 規定なし 規定なし 7枚まで 規定なし 7図まで 注2を参照 8枚まで 物品の外観の全
面的かつ詳細な
認識を示す物品
に係る一連の写
真

規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 規定なし 20図まで 100枚まで認めら
れる

写真の大きさ（１枚の大
きさ）

横150mm､縦

113mm(様式

6備考6)

通常A4紙以下と
される

規定なし ｍａｘ 26.2ｘ17ｃ
ｍ

最大横10cm×縦
15cm以下、最小

縦7cm×横10cm以

上

規定なし 注2を参照 細部が鮮明に見
えること大きさで
あること。

18x24 cm、

13x18 cm、また

は9x12 cm

規定なし A4用紙に張り付
けられなければ
ならない

A4サイズ 8x8 cm、8x16
cm、16x16 cm

A4サイズで左側

マージンが5cm
あること

10 x 20 cmまで 8cm×8cm

鮮明度

規定なし 規定あり（詳細
は、Ｒ-1参照）

規定なし 印刷解像度：最
低300 DPI

規定なし 専利法施行細則
規則33, 第3段
落に規定あり（詳
細は、Ｒ-3を参
照）

注2を参照 細部が鮮明に見
えること

写真は鮮明であ
ること

規定なし ｵﾘｼﾞﾅﾙで鮮明で
あり、耐久性があ
り（ﾎﾟﾗﾛｲﾄﾞ不
可）、ﾌｫﾄｺﾋﾟｰで
複製可能である
こと

規定なし 規定なし 鮮明であって、
明瞭な複製物が
できるものでなけ
ればならない

規定なし 可能な限り高解
像度でれば認め
られる

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められない 認めれれる

認められない認められる
N/A

【３，意匠の開示方法】の続き
Q3-4　の続き

□透明部の表現でその他
の線と使い分ける

認められる。物
品において保護
を求めない要素
を示すために、
使用することがで
きる（詳細は、Ｒ-1
を参照）

認められる 認められる認められる

N/AN/A
認められる認められる

N/A
規定なし認められる規定なし

N/A
認められる

陰影等の表現

【部分意匠制度のある国】
□色彩の塗り分けによっ
て、意匠登録を受けようとす
る部分の特定を認めるか

□認めていない/認められる

□認めているが一定の制約
がある（→どのような制約で
すか？）

色彩の有無及び表現

編者：注＊）アメリカ合衆国
の回答は「線のみの図面
を認める」と回答している
がここでの「線のみ」とは陰
影付の線を前提としている
と考えられる。

□線のみの図を認めるか

□色彩を含む図を認めるか

□図面以外（願書等）の記
載による色彩の特定を認め
るか

対象となる意匠以外の
記載

編集者

□背景の映り込みを認める

□マネキン、モデル(人物)
等の映り込みを認める

□引き込み線や図の中に
記載された説明を認める

□その他、認められるもの
（自由記載）

写真による表現を認めている場合どのような規定です
か

N/A N/A N/A
認められない 認められる認められない 認められる認められる 認められる

N/A
【部分意匠制度のある国】
□写真の上から別の色で塗
りつぶすことを認める

認められる
N/A N/AN/A

認められない認められない

□材質の表現でその他の
線と使い分ける：具体的に
→自由記載

【部分意匠制度のある国】
□意匠登録を受ける部分と
その他の部分で使い分ける

□写真による表現を認めていない
　その理由（　　　）

線の種類

色彩の有無及び表現

写真による表現の場合

□一意匠あたり＿図まで

□自由記載

□自由記載

□モノクロ写真を認めるか

□カラー写真を認めるか

□その他（自由記載）
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日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

認められな
い

認められる 認められない 認められない デザインの対象と
混同を生じさせな
い範囲で可能

認められる 規定なし
注2を参照

認められない 認められない 規定なし 認められる 規定なし 認められない 規定なし 規定なし 規定なし

認められな
い

マネキンがないと
意匠をうまく表現
できない場合の
みマネキンを認
める

認められない 認められない 規定なし 認められる 規定なし
注2を参照

認められない マネキンの映り
込みは認められ
る

規定なし 認められる 規定なし 認められない 規定なし 規定なし 規定なし

認められな
い

認められない 認められない 認められない 規定なし 参照図面として
認められる

認められる
注2を参照

認められない 認められない 規定なし 認められない 規定なし 認められない：施
行規則第9条が
あり認められない
とされている

規定なし 規定なし 規定なし

認められる 認められない(特
59条2項によれば
意匠の権利範囲
は図面又は写真
に示された物品
の意匠を基準と
する)

認められない 認められる 認められる 回答なし

N/A

一般に認められ
ないが、独自に
あるいは審査官
が要求した場合
に見本が提出さ
れる場合がある

認められない（保
護の範囲を確定
する本質的特徴
はすべて意匠の
表現の中で確認
できるものでなけ
ればならない）

回答なし 認められる 認められない 認められない
理由（施行規則
第9条）

認められない 認められない 認められる

規定
厚さが七ミリメー

トル以下

認められない 認められない 認められない 認められない 規定なし 回答なし N/A 認められない 認められない 回答なし 認められる 規定なし 認められない 規定なし 回答なし 認めれない

認められな
い

認められない 認められない 認められない 規定なし 回答なし

N/A

認められない 認められない 回答なし A4用紙に張付け
られﾌｫﾄｺﾋﾟｰで複
製されなければ
ならない。平面
布、写真が望まし
い

規定なし 認められない 規定なし 回答なし 認めれない

認められる 認められる 認められない 認められる 認められる 回答なし 認められない 認められる 認められる 認められる 認められる 認められない 認められる

規定
認められる 認められない 認められない 認められる 認められる 回答なし 認められる

編者:注＊）
認められる 認められる 認められる 認められる 回答なし 認められる

認められな
い

認められない 認められない 認められない 認められる 回答なし 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 回答なし 認められない

画像の数

規定なし 規定なし 認められない 7図まで 規定なし 回答なし 物品の外観の全
面的かつ詳細な
認識を示す物品
に係る一連の写
真

規定なし 規定なし 回答なし 回答なし 回答なし 100画像まで提
出可能

認められる 認められる 認められない 認められる 認められる 回答なし 規定なし 規定なし 認められる 回答なし 回答なし 回答なし 認められない

認められる 認められない 認められない 認められない 認められない 回答なし 規定なし 規定なし 認められる 回答なし 回答なし 回答なし 認められない

認められる 認められない 認められない 認められない 認められない 回答なし 規定なし 規定なし 認められる 回答なし 回答なし 回答なし 認められない

認められな
い

TIFF 認められない なし TIFF, 3DS,
DWG, DWF,
IGES,SWF,
MPEG, WMV,
Animated GIF

なし 規定なし 規定なし なし なし ＰＤＦ なし ペーパー・ドキュ
メント

画像データの量（重さ）

ＪＰＥＧ（200ｄ
ｐｉ）、ＢＭＰ
及びＧＩＦ
（400dpi）

画素72～300、
サイズ≦150㎜×
220㎜

認められない 一画像あたり5Ｍ
ｂ

1出願　200MB
まで

回答なし Ａ4サイズ 規定なし 規定なし 回答なし 規定なし 回答なし 回答なし

認められる 認められる 認められない 認められる 認められる 回答なし 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 回答なし 認められる

認められる 認められる 認められない 認められる 認められる 回答なし 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 回答なし 認められる

認められる 認められない 認められない 認められない 認められる 回答なし 認められない 認められない 認められる 認められない 認められない 回答なし 認められない

認められないN/A N/A 認められる N/A 認められない N/A回答なし認められる認められる N/A 認められない 認められる

□動画も認める

□一意匠あたり＿図まで

□その他（　　　　）

□＿　まで

□GIF

□静止画のみ認める

対象となる意匠以外の
記載

ＣＧ等電子的な画像による表現の場合

【３，意匠の開示方法】Q3-4　（続き）

注3を参照（注3：
関連する判例法
が自国に存在し
ない）

2000年意匠法
では、コンピュー
ター・グラフィック
スによる表現を
認めているが、
その使用に関す
るガイドラインは
ない（2001年意

匠規則14（1）。
そのため、この点
について、それ
以上の質問に回
答することができ
ない

認められない（保
管手段がないた
め）

認められるデータフォー
マット

□JPEG

□ﾓﾉｸﾛ画像を認めるか

□BMP

□引き込み線や図の中に
記載された説明を認める

□見本による表現を認めていない
その理由（　　）

どのような規定ですか

□背景の映り込みを認める

□マネキン、モデル（人物）
等の映り込みを認める

色彩の有無及び表現

□認めていない

□認めているか一定の制約
がある（→どのような制約で
すか？）

□ＣＧ（コンピュータ・グラフィックス）等電子的な画像
の表現を認めていない
その理由（　　　　）

画像の種類（静止画/動
画）編者:注＊）ロシアでは

CG出願は認められられる
と考えられる。第Ⅱ部参照
のこと。

【部分意匠制度のある国】
□色彩の塗り分けによっ
て、意匠登録をうけようとす
る部分の特定を認める

□ｶﾗｰ画像を認めるか

どのような規定ですか

見本による表現の場合

マネキン等の付属品

□画像以外（願書の記載
等）の記載による色彩の特
定を認める
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日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須 必須

任意 項目なし 必須 項目なし 項目なし 必須 項目なし 必須（審査官が
物品の説明を要
求した時に限ら
れる）

必須 必須 必須（場合によ
る）

必須 項目なし 項目なし 必須 任意

任意 必須 項目なし 任意 必須 必須 項目なし 項目なし 必須（意匠の説
明の提出は必
要）

任意 任意 任意 必須 必須 必須 任意

必須 N/A 必須 項目なし 必須 必須 必須 N/A N/A N/A 任意 任意 N/A 必須 N/A 任意

区分のいず
れにも属さな
い物品につ
いて記載す
る

国際意匠分類に
含まれる物品であ
れば認める

意匠を適用する
物品の性質や用
途についての短
い説明を加える
必要がある

ユーロロカルノ分
類制度／ロカル
ノ分類の1クラス
に意匠を分類で
きるように、物品
を表示しなけれ
ばならない

韓国の場合、知
識経済部令で定
める物品の区分
(詳細は、Ｒ-3を
参照）

意匠に係る物品
をどのように記載
すべきかについ
ての明確な規定
はない。意匠の
分類（台湾は国
際意匠分類を採
用）は審査官が
行う。意匠法施
行細則規則32は
次のように規定
(詳細は、Ｒ-3を
参照)

物品は、製造さ
れるあらゆる物品
を意味し、製造し
て販売される物
品のあらゆる部
分が含まれる

2000年意匠法

第3附則におい
て、工業意匠の
国際分類のロカ
ルノ制度に基づ
く物品の分類を
規定している(詳
細は、Ｒ-1参照）

意匠の説明にお
いて出願人が国
際意匠分類のク
ラスを示す。意匠
の国際意匠分類
を判断できない
場合、審査官が
意匠の説明にあ
る「意匠の目的と
使用分野」に
従って国際意匠
分類のクラスを決
める

物品について
は、出願人が「出
願の分野」という
欄に記載する。
それぞれの区分
については、特
許庁が規定する

国際意匠分類に
含まれる物品で
あれば認める(詳
細は、Ｒ-4参照）

国際意匠分類に
含まれる物品で
あれば認める

施行規則第8条
によれば、公知
の意匠に係る物
品について願書
に記載する必要
がある

願書には、意匠
を適用する物品
について記載し
なければならな
い

国際意匠分類に
含まれる物品で
あれば認める

工業デザインの
国際意匠分類に
含まれる物品は
認められる

意匠の説明の欄
に記載し、該当し
ない部分は点線
または破線で示
す

Y N/A Y N/A N/A Y N Y Y N 回答なし Y N/A N/A Y 　N

N Y N/A Y Y Y N Y（審査官が要求
したときのみ記載
する）

N Y 回答なし Y N Y Y Y

Y N/A 回答なし N/A N/A Y N N N N 回答なし N N/A N/A Y N

N N N/A Y Y Y N N N N 回答なし N N N Y N

N N/A 回答なし N/A N/A Y N N Y N 回答なし Y N/A N/A N N

Y N N/A Y Y Y N N N N 回答なし Y N Y N Y

N N/A 回答なし N/A N/A Y N N N N 回答なし Y N/A N/A Y N

Y N N/A Y Y Y N N Y N 回答なし Y N/A Y Y N

N/A なし N/A N/A なし なし 新規性の記載 なし なし なし N/A N/A なし なし

なし N/A なし 詳細は、Ｒ-3を
参照

なし なし 権利放棄の記載 なし なし デザインが新規
で独特の特徴を
有することの記述
は認められる

なし なし 新規性のない物
品の部分の権利
範囲除外、物品
の一定長尺断面
図の説明

なし なし

N N/A 回答なし N/A N/A Y N N Y N 回答なし Y N/A N/A Y N

Y Y N/A Y Y Y N N N N 回答なし Y N N Y Y

N N/A 回答なし N/A N/A Y N N N N 回答なし Y N/A N/A Y N

Y Y N/A Y Y Y N N N N 回答なし Y N N Y Y

N N/A 回答なし N/A N/A Y N N N 回答なし 回答なし Y N/A N/A Y N

Y Y N/A Y Y Y N Y（審査官が要求し

たときのみ記載）
Y Y（任意に記載で

きる）

認められる Y Y Y Y Y

なし N/A N/A なし なし なし なし なし なし なし N/A N/A なし なし

N/A 説明は、公報で
は公開されない

なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

願書に【部
分意匠】の
欄を設ける

N/A 破線による開示
は、例証目的の
みで使用され、
主張する意匠の
一部をなすもの
ではないと理解
されている

N/A 詳細は、Ｒ-3を
参照

2013年1月1日
に施行される新
たな専利法の下
で、部分意匠制
度の運用が始ま
るが、詳細につ
いては現時点で
は不明

回答なし N/A N/A N/A 部分意匠であるこ
とを記載する専用
の欄や要件はな
いが、製品の名称
や「新規性および
識別性の記載」を
利用してその製品
の部分意匠である
ことを特定すること
ができる

部分意匠は、物
品全体の一部の
「位置」に実線で
示す必要がある

N/A 新規性の記載に
おいて、どの部
分が新規かにつ
いて述べる。これ
は、意匠の表現
物
（representatio
n）においても示
すべきである

N/A フランス法には、
そのような記載
に関する規定は
ない

物品の性能や内
部構造、宣伝用語
は認められない

使用目的

①（　）

②（　）

操作方法

色彩・透明部

②（　）

上４つ以外に認められる
記載
自由記載（　　　）

Q4-1-3　部分意匠制度のある国に質問します。願書
に部分意匠である旨を記載する場合の規定につい
て、記入して下さい。　　　例）日本の場合、願書に
【部分意匠】の欄を設け、「意匠に係る物品」の欄に権
利の客体となる物品の名称（カメラのグリップ部の部
分意匠である場合は、「カメラ」）を記載し、「意匠の説
明」の欄に、図面等において意匠登録を受けようとす
る部分をどのようにして特定したか、その方法を記載
しなければならない。

①

②（　）

②

デザインの特徴
①（　）

模様の連続性

Q4-1-2　願書の①「物品の説明」及び②「意匠の説

明」の欄について、認められるものにはYを、認められ

ないものにはNを、下欄の（　）に記入して下さい。

①（　）

②（　）

部分意匠の表示　□必須、□任意、□項目なし

意匠に係る物品　□必須、□任意、□項目なし

【4、意匠の表現に関する願書記載事項】貴国の意匠
出願に関する意匠の表現に関する願書記載事項に
ついて

Q4-1　貴国へ意匠出願する場合の提出書面の内容
（記載項目）について

①（　）

②（　）

①

①（　）
材質

上３つ以外に認められる
/認められない記載
自由記載（　　）

②

大きさ

②（　）

①（　）

②（　）

①（　）

物品の説明　□必須、□任意、□項目なし

意匠の説明　□必須、□任意、□項目なし

Q4-1-1　意匠に係る物品の欄の記載には、どのよう
な規定がありますか。
例１）日本の場合、経済産業省令で定める物品の区
分（別表第１の下欄）によらなければならない。当該
区分のいずれにも属さない物品については、物品の
説明の欄に使用の目的、使用の状態等物品の理解
を助けることができるような説明を記載する。
例２）ロカルノ分類に含まれる物品であれば認める。
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日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

意匠法6条 専利法第27条第

2項などに記載あ

り（詳細は、Ｒ-1を
参照）

米国では、意匠
特許は少なくとも
特許法第102
条、第103条、第

112条、第132
条、第171条、第

173条を遵守し
ている必要があ
る

CDR（意匠理事

会規則）、CDIR
（意匠委員会規
則）、審査マニュ
アル

デザイン保護法
第18条第1項に
規定あり（詳細
は、Ｒ-3を参照）

専利法第116条
第3段落に規定
されている（詳細
は、Ｒ-3を参照）

法律及び規則 意匠法第5条に
規定あり（詳細
は、Ｒ-2を参照）

意匠の公表から
ロシア特許庁へ
の出願まで6カ月
の猶予期間があ
る（詳細は、Ｒ-2
を参照）

ブラジル産業財
産法第96条に規
定されている（詳
細は、Ｒ-2を参
照）

意匠法21条（2）
及び意匠法規則
3.01にに出願に
最低限必要な要
件が規定されて
いる（詳細は、Ｒ-
4を参照）

非条約出願で
は、意匠の図面
を開示する必要
があるのに対し、
優先権を主張す
る出願では、優
先権出願を引用
する必要がある

施行規則第13条
に規定がある（詳
細は、Ｒ-4を参
照）

953年意匠法、

1954年意匠規則

では、出願日の確
保には、(a) 出願

様式、(b) 手数料、

(c) 少なくとも1の表

示、(d) 新規性の

記載が必要として
いる

2006年連邦法

第31号によって
改正された、
2002年連邦法

第17号
1993年閣議決

定第11号

知的財産法第
L511 条6、共同
体意匠に関する
2001年12月12
日理事会規則が
参考になる（詳
細は、Ｒ-2を参
照）

日本意匠分
類

国際意匠分類（ロ
カルノ分類）

自国の意匠分類 国際意匠分類
（ロカルノ分類）

自国の意匠分類 国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類（ロ
カルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

国際意匠分類
（ロカルノ分類）

官庁 官庁 官庁 官庁
EU (OHIM)

官庁 官庁 出願人 出願人と官庁
（詳細は、Ｒ-1を
参照）

官庁 官庁 官庁 出願人 出願人（代理人
／意匠弁理士）

官庁 出願人 出願人及び官庁

審査官が判
断

同一となる分類内
の物品はすべて
類似物品

意匠特許の分類
は、意匠特許出
願において開
示・主張される意
匠の機能や用途
の概念に基づく

回答なし 物品の区分はデ
ザイン物品相互
間の類似範囲を
定めるものでは
ない（詳細は、Ｒ
-3を参照）

同一な物品は、
用途が同一で機
能も同一なもの
を指す。類似す
る物品は、用途
が相同で機能が
異なるもの又は
用途が類似する
ものを指す(詳細

は、Ｒ-3を参照)

類似性は判例法
による

同一分類の物品
はすべて、目的
や用途が類似し
ている

ロカルノ国際意
匠分類を採用し
ている。各クラス
の物品は、その
クラスの表題に
示された機能を
実現するような形
で、相互に関連
している

物品の類似と分
類の間には直接
の関係はない

（自由記載にお
いて）N/A

同一となる分類
内の物品はすべ
て類似物品

同一となる分類
内の物品はすべ
て類似物品

分類ごとに物品
の類似範囲が決
定している

ロカルノ分類 同一となる分類
内の物品はすべ
て類似物品

実体審査官
が、願書の
記載及び添
付図面等に
より総合的に
判断する

中国では実体審
査は行わず、方
式審査を、願書
の記載及び図面
等により総合的に
判断する

審査官による審
査では、方式の
遵守の確認、図
面による開示の
完全性の確認、
クレームされた対
象物と先行意匠
との比較が行わ
れる

回答なし 実体審査官
が、願書の記
載及び添付図
面等により総
合的に判断す
る

実体審査官
が、願書の記
載及び図面に
より総合的に
判断する N/A

１名の審査官が
実体・方式の両
審査を行う（詳細
は、Ｒ-2を参照）

方式審査と実体
審査がおこなわ
れる（詳細は、Ｒ-
2を参照）

実体審査官は願
書の記載と添付
された図面に基
づいて総合的に
判断し、法と規則
を遂行する

N/A N/A

通常は審査官が
方式と実体の審
査を同時に行う

実体審査官が、
願書の記載及び
添付図面等によ
り総合的に判断
する

実体審査は行わ
れない

拒絶理由通
知書の送付

補正通知書の送
付

出願は拒絶され
る

回答なし 拒絶理由通知書
の送付

出願人に、応答
または補充を要
求するオフィスア
クションの送付

拒絶理由通知書
の送付

実体か方式かを
問わず、拒絶理
由を記載した１
通の審査レポー
トが送付される
（詳細はＲ-2を
参照）

詳細は、Ｒ-2を
参照

拒絶理由通知書
の送付

N/A N/A

審査官は拒絶の
理由を送付し、
拒絶を回避する
書面提出期間と
して12カ月があ
る

拒絶理由通知書
の送付

方式審査官が
施行規則に基
づいて行う

方式審査官が審
査基準に基づい
て方式審査を行う

物品の類似の範
囲の特定と同じ

回答なし 実体審査官が施
行規則等に基づ
いて行う

実体審査官が施
行細則及び審査
基準に基づいて
判断する

審査官が、ロカ
ルノ分類に基づ
く図面の方式、
書類の方式審査
を行う

１名の審査官が
実体・方式の両
審査を行う（詳細
は、R-2を参照）

方式審査と実体
審査がおこなわ
れる（詳細は、R-
2を参照）

方式審査官が意
匠法等に基づい
て判断する

意匠登録官 方式審査官が施
行規則に基づい
て行う

方式審査官が施
行規則に基づい
て行う

方式審査官が施
行規則／内部の
管理ガイドに基
づいて行う

方式却下、
出願却下

補正通知の送付 回答なし 回答なし 拒絶理由通知書
の送付

出願人に、応答
または補充を要
求するオフィスア
クションの送付

方式却下、出願
却下

実体か方式かを
問わず、拒絶理
由を記載した１
通の審査レポー
トが送付される
（詳細は、R-2を
参照）

オフィスアクショ
ンが通知される
（詳細は、R-2を
参照）

回答なし 出願の拒絶 不備理由通知書
の送付

方式を満たして
いないとして、出
願が却下される
が、却下を回避
する書面提出期
間として12カ月
がある

方式却下、出願
却下

実体審査官が
審査基準に基
づいて行う

方式審査官が審
査基準に基づい
て方式審査を行う

回答なし 回答なし 実体審査官が意
匠法等に基づい
て行う

実体審査官が法
律、施行細則及
び審査基準に基
づいて判断する

審査官が、ロカ
ルノ分類に基づ
く図面の方式、
書類の方式審査
を行う

方式審査の一部
とされる。

方式審査と実体
審査がおこなわ
れる（詳細は、Ｒ-
2を参照）

方式審査官が意
匠法等に基づい
て判断する

意匠登録官 方式審査官が意
匠法等に基づい
て行う

方式審査官が意
匠法等に基づい
て行う

実体審査官が意
匠法等に基づい
て行う

拒絶理由通
知書の送付

補正通知の送付
する

回答なし 回答なし 拒絶理由通知書
の送付

出願人に、応答
または補充を要
求するオフィスア
クションの送付

拒絶理由通知書
の送付

実体か方式かを問
わず、拒絶理由を
記載した１通の審
査レポートが送付さ
れる（詳細はＲ-2を
参照）

オフィスアクショ
ンが通知される
（詳細は、Ｒ-2を
参照）

方式不備の通知
か、拒絶理由を
送付する

出願の拒絶 拒絶理由通知書
の送付

拒絶理由を送付
し、拒絶を回避
する書面提出期
間として12カ月
がある

拒絶理由通知書
の送付

　物品の類似の範囲の特定

Q5-1　出願日確保のために十分とされる意匠の開示
要件について、どのような規定（法、施行規則、細
則、運用、その他）がありますか

Q5-2　貴国で採用している分類はどのようなものです
か。下記の当てはまるもの総て記入して下さい。□自
国の意匠分類 □ロカルノ分類 □他国の分類（国名：
）

【５，意匠の特定・認定・補正の考え方】意匠の特定・
認定・補正について、どのようにお考えですか。

ブラジルでは必
要な方式を満た
していれば、意
匠は常に登録さ
れる

認定できないときの取り扱
い
例）方式却下、出願却下
自由記載（　　　　　　　　）

認定できないときの取り扱
い例）方式却下、出願却下
自由記載（　　　　　　）

図法について

誰が何に基づいて行ってい
ますか
例）方式審査官が施行規則
に基づいて行う。　　自由記
載（　　　　　　　　）

意匠が明確か

誰が何に基づいて行ってい
ますか例）方式審査官が施
行規則に基づいて行う。自
由記載（　　　　　　　　）

Q5-3　分類は誰が付与していますか。下記の当ては
まるものを記入してください。□出願人、□官庁、□
その他
Q5-4　付与した分類と物品類否との間に何らかの関
係がありますか。下記の当てはまるものを記入してく
ださい。
□同一となる分類内の物品はすべて類似物品
□分類ごとに物品の類似範囲が決定している
□その他（自由記載）

認定できないときの扱い
例）拒絶理由通知書の送付
自由記載（
）

形態の特定

Q5-5　意匠の認定に至るまでの審査プロセス（方式
審査・実体審査の両方を含む）について、教えて下さ
い。

誰が何に基づいて行ってい
ますか
例）実体審査官が、願書の
記載及び添付図面等により
総合的に判断する
自由記載（
）
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日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

なし
参考：補正
却下後の新
出願は補正
書提出日

なし なし 回答なし なし なし 通常は繰り下げ
はないが、出願
人が正式に請求
すれば拒絶理由
を取り除くために
さらに3カ月の期
間が与えられる

なし なし なし なし

「部分意匠」
の記載は出
願時に必
須。操作画
面の保護を
求める場合
は、機能・操
作について
の説明も出
願時に必
須。色彩及
び図の省略
方法は必須

機能操作につい
ての説明、大き
さ・色彩、図の省
略方法、が総て
登録時に記述さ
れていることが必
須

「部分意匠」の記
載は出願時に必
須。機能・操作に
ついての説明も
出願時に必須。
大きさ・色彩及び
図の省略方法は
必須となる記述
ではない

回答なし 「部分意匠」の記
載は出願時に必
須（補正を認め
る）また、図の省
略方法の記述も
出願時に必須。
機能・操作につ
いての説明及び
大きさ・色彩は必
須となる記述で
はない

部分意匠制度に
ついてはN/A。
機能・操作につ
いての説明、大
きさ・色彩、図の
省略方法は、総
て出願時に必須
となる記載である

N/A

部分意匠制度は
N/A。機能・操作
についての説明
は応答時に審査
官が要求すれば
提供。大きさ・色
彩は応答時に審
査官が要求すれ
ば提供されるが、
審査官はこれら
が意匠における
新規性を構成す
るものではないと
いう権利放棄も
求めることができ
る。図は審査官
が要求した場合
に省略あるいは
追加。これらはい
ずれも登録時に
必須

部分意匠制度に
ついてはN/A。
機能・操作につ
いての説明及び
大きさ、色彩に
ついては出願時
に記述されてい
ることが必須。図
の省略方法につ
いては回答なし

回答なし 回答なし 「部分意匠」の記
載は出願時に必
須。また、機能・
操作についての
説明、大きさ・色
彩、図の省略方
法も出願時に必
須の記載である

N/A

「部分意匠」の記
載が出願時に必
須の記載事項で
ある

部分意匠制度に
ついてはN/A。
機能・操作につ
いての説明につ
いては出願時に
必須の記載であ
る

部分意匠制度に
ついてはN/A。
機能・操作につ
いての説明は出
願時に必須。大
きさ色彩につい
ては、出時に必
須。図の省略方
法については
N/A

認定される 認められない
図は7つまで／
図には注釈をつ
けない

Q5-8　以下に示す事例は、日本で意匠の認定が可
能とされる事例ですが、貴国において以下の事例は
認定可能ですか。認定できない場合は、その理由を
記入して下さい。

Q5-6　実体審査における意匠の表現の規定につい
て、記載不備があった場合の対応

アクション

認定される 2013年1月1日
に施行される新
たな専利法の下
で、部分意匠制
度の運用が始
まった。改正前
法下では、図面
には実線のみが
使用でき、点線
は使用できな
かった。

認定される回答なし認定される

受領可能であれ
ば補正を認める

具体的な対応 補正が認め
られない場
合は補正却
下

出願日の繰り下げはありますか、ありませんか

回答なし拒絶理由通
知書の送付

意匠が特定でき
ない旨の拒絶理
由の通知、拒絶
理由；デザイン保
護法5条1項本文

補正は審査官が
要求するもので
あり、自主的な補
正はない

回答なし補正が認められ
ない場合は補正
却下

オフィスアクショ
ンが出される

例）補正が認められない場
合は補正却下
自由記載（　　　　　　　　　）

方式審査官は図
面の不一致など
の記載不備があ
るかを審査、ある
場合は補正通知
を発行して補正を
命じる

N/A

審査書面が出願
人に送付される

上記の意匠はす
べて、わが国で
認められるはず
だが、「内部機構
を省略した左側
面図中央縦端面
図」は、トルコで
は認められない
断面図のため、
加えることはでき
ない

N/A

中央縦端面図
は、物品の見え
ない内側の部分
を示すことにつ
いて、拒絶を受
ける可能性があ
る。
おそらく「ノズル」
または「噴霧器
用ノズル」で十分
であるが、オブ
ジェクション通知
によって、（ボト
ルを含めた）物
品全体を示すよ
う要求される可能
性がある。新規
性の記載では、
ボトルの新規性
については除く
ことができると思
われる

補正が認められ
ないか又は新た
な拒絶理由が発
生した場合は補
正を却下する

出願人に、応答
または補充を要
求するオフィスア
クションの送付

N/A

補正が認められ
ない場合は補正
却下（詳細は、Ｒ
-3を参照）

オフィスアクショ
ンの送付、また
は出願の正式な
却下

N/A

実体か方式かを
問わず、あらゆる
種類の拒絶理由
を記載した1通の
審査レポートが
送付される

N/A

回答なし

ロシア特許庁の
審査官は説明の
補正を求めるオ
フィスアクション
を出す

意匠が特定でき
ない旨の拒絶理
由の送付

補正が認められ
ない場合は補正
却下

【意匠に係る物品】　包装用噴霧器のノズル
【部分意匠】
【物品の説明】本物品は、ノズルレバーを固定又は解
放するつまみ部を有する包装用噴霧器のノズルであ
る。
【意匠の説明】実線で表した部分が、部分意匠として
意匠登録を受けようとする部分である。図面中、管の
省略部分は願書添付図面上５cmである。

応答が却下され
ても、出願人は
再度、対応する
ことができる。拒
絶を回避する期
間として12カ月
がある

オフィシャルレ
ポートを送付する

N/A（実体審査
は行われない）

わが国の法律に
よれば、上記の
正面図、背面
図、平面図、右
側面図、左側面
図で示された対
象物は完成品で
ないため、適格
性がない

事例のような意
匠は保護されな
い。2000年意匠
法によれば、製
品において視覚
によってのみ判
断されるものが
意匠保護の範囲
に含まれるとされ
ているため、製
品において視認
できないものは
意匠保護の対象
にはなり得ない。
したがって「左側
面図中央縦端面
図」は保護されな
い。また意匠の
機能的な側面も
保護されないた
め「つまみ部を下
ろした状態の参
考斜視図」や「つ
まみ部を上げた
状態の参考斜視
図」も保護されな
い

意匠の対象は製
品の外観のみに
限られているた
め、「左側面図中
央縦端面図、内
部機構」は、意
匠法では保護で
きない。
意匠では製品の
機能を保護でき
ない。製品の機
能のみによって
決まっている形
状は、意匠法で
は保護できない

回答なし すべての事例
で、意匠は認定
されると考えられ
る

認定される

Q5-7　願書の記載について、貴国で必須となる記述
総てを記入して下さい。また、出願時において必須で
あるか、登録時において必須（補正を認める）かも記
入して下さい。
□部分意匠制度のある国の場合、「部分意匠」の記
載
□機能・操作についての説明、
□大きさ、色彩
□図の省略方法

例）意匠が特定できない旨
の拒絶理由通知書の送付
自由記載（　　　　　　　　　）

【５，意匠の特定・認定・補正の考え方】の続き
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日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

認められない
N/A

認められる
N/A

認められない
N/A 回答なし N/A

認められる 認められない 認められない 認められる
N/A

認められない

認められない
N/A

認められない
N/A

認められない
N/A 回答なし N/A

認められる 認められない 認められない 認められる
N/A

認められない

認められる 認められない 認められない 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められない 認められる 認められない 認められない

N/A 認められない
認められない 認められる

N/A N/A
認められない 認められない 認められない 認められる 認められない

N/A
認められない

N/A 認められない
認められない 認められる

N/A N/A
認められない 認められる 認められない 認められる 認められない

N/A
認められない

認められない 認められる 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められない 認められない

認められる 認められる 認められる 認められない 認められる 認められる 認められる 認められない 認められる 認められない 認められる 認められる 認められる 認められない

認められない 認められない 認められる 認められない 認められる 認められない 認められる 認められない 認められない 認められない 認められる 認められない 認められる 認められない

認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない

認められる 認められる 認められる 認められない 認められる 認められる 認められない 認められない 認められる 認められない 認められない 認められる 認められる 認められない

認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められる 認められない 認められない 認められる 認められる 認められない

認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 範囲を広げること
は認められない

認められない 認められる 認められない 認められない 認められる（おそ
らく審査官から求
められる場合で
あろう）

認められない 認められない

補正の要件につ
いて専利法第33
条に規定があり、
これを満たす補
正であれば、通
常認められる

意匠委員会規則
第12条(2)：出願
人の名称及び宛
先、文言若しくは
複写の誤り又は
明白な錯誤につ
いてのみ、出願
人の請求により、
かつ当該訂正が
意匠の表示を変
更しないことを条
件として、訂正す
ることができる

ただし、図面を
写真または見本
に補正したり、そ
の反対の場合
は、いずれも図
面または写真な
どのいずれかひ
とつに統一して
補正しなければ
ならない

なし なし なし 上記のすべての
補正は、その補
正をすることに
よって、当初の意
匠出願、表現
物、書面に実質
的に開示されて
いない事項を出
願に含むことを注
意喚起させるよう
な、ものは認めら
れない

意匠登録出願又
は意匠登録の補
正は、間違いな
どの訂正であれ
ば認められると
考えられる

なし 登録後は訂正を
認める規定はな
い

N/A

出願後の補正は
認められない

意匠の要旨を
変更するもの
でなければ、
認められる場
合あり

□色彩あり　⇔　色彩無しの補正

Q5-9　補正・分割・出願変更が認められる場合、意匠
の認定の後、許容し得る補正・分割・変更の範囲につ
いて、教えて下さい。認められるか認められないかを
すべてに記入し、特記事項があれば自由記載欄に
記入して下さい。

□斜視図の追加

④ 意匠の内容の補正

□類否判断に影響のないレベルの補正

補正は、審査レ
ポートにおける
審査官の要求を
満たす目的での
み認められる。
自主的な補正に
ついては、規定
はなく、審査官
が認めることもな
い。2000年意匠
法では、分割や
出願変更は認め
られていない

□斜視図　⇔　６面図

③ 図の種類を超えた補正

□部分意匠　⇔　部分意匠の補正

付与の決定の前
であれば、説明
および意匠の本
質的特徴の一覧
の補正を行うこと
が可能である。
意匠の表現物
は、願書提出後
に補正すること
はできない

自由記載欄

□全体意匠　⇔　部分意匠の補正

【５，意匠の特定・認定・補正の考え方】の続き

□要旨の認定に影響のないレベルの補正

□ 図面　⇔　写真の補正

□図面　⇔　見本・ひな形の補正

□意匠登録を受けようとする範囲の補正

許容し得る補正

① 意匠の種類を超えた補正

□新規事項の追加(要旨変更)

② 図面の種類を超えた補正

□写真　⇔　見本・ひな形の補正
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日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

補正できる 補正できる 補正できる 製品の表示を、
より具体的なもの
に変更すること
はできる

誤記の訂正もしく
は不明確な部分
を明確にする場
合にのみ許容

補正できない 補正できる 回答なし 回答なし 補正できる
質問Q9-9の回答
を参照

補正できない 補正できる 回答なし 補正できる 補正できない

事件が係属

自発補正の場合
は出願日から2月
以内、審査官に
補正を命じられた
場合は補正通知
書の受領日から2
月以内である

一般の特許と同
じ

登録前 デザイン登録可
否決定の通知書
が送達される前
まで＋再審査請
求時には拒絶決
定騰本の送達を
受けた日から30
日以内

―

登録前 回答なし 登録前 登録前か実体審
査の間

なし 権利付与の決定
前

回答なし 審査前 ―

補正できる

N/A

補正できる

N/A N/A

補正できる

N/A

回答なし 回答なし 0 補正できる

N/A

分類を補助する
ために審査官か
ら要求された場
合に補正できる

補正できる

補正できない

事件が係属
N/A

一般の特許と同
じ N/A N/A

審査期間中

N/A
回答なし 回答なし 回答なし 許可前

N/A
登録までの期間
で、最長出願か
ら12カ月

審査前

―

補正できる 補正できる

N/A

説明は願書と一
緒にしか提出で
きない

「意匠に係る物
品」と同じ

補正できる

N/A

出願人は、意匠
の出願資料にお
ける補正及び釈
明を行う権利を
有するが、その
修正や釈明が意
匠の本質を変更
しない場合に限
る

回答なし

補正できる
質問Q9-9の回答
を参照

補正できる 補正できる おそらく補正でき
る

補正できる 補正できない

事件が係属 「意匠に係る物
品」と同じ N/A

出願時のみ 「意匠に係る物
品」と同じ

審査期間中

N/A

付与の決定前で
あれば補正は可
能 回答なし

登録前か実体審
査の間に限定さ
れる

許可前 権利付与の決定
前

登録までの期間
で、最長出願か
ら12か月

審査前

―

二以上の意
匠を包含す
る出願

組物意匠又は類
似意匠、つまり多
意匠一出願の場
合は、分割が可
能である

一般の特許と同
じ

複数出願で、意
匠どうしの間にク
ラスの単一性が
ない場合

原出願が2以上
のデザインを含
んでいなければ
ならず、1デザイ

ン1出願主義に
違反したり複数
デザイン登録出
願した場合にの
みその出願の一
部を分割して出
願することができ
る

1の意匠（親）出

願に、2以上の実
施態様が含まれ
ている場合、審
査段階であれ
ば、分割出願を
提出することがで
きる

N/A

付与の決定前で
あれば、いつで
も意匠の分割出
願を提出すること
ができる

分割は許容され
る（通常は、審査
官から求められ
る）

分割は、登録前
の審査係属中の
出願であって、親
出願から除外し
た意匠に限る

分割できない

N/A

一出願に複数の
意匠が出願され
た場合は分割が
できる

分割できない 分割できない

認められる 認められない 認められない 認められない 認められない 以下の条件で認
められる(発明特
許および実用新
案の出願は意匠
出願へ変更で
き、意匠出願は
実用新案出願へ
変更でき、実用
新案出願は発明
特許出願へ変更
できる。しかし、
意匠出願を発明
特許出願へ直接
変更することはで
きない）

N/A

認められない 認められない 回答なし 認められない

N/A

認められない 認められない 認められない

認められない 認められない 認められない 認められない 認められない 認められない N/A 認められない 認められない 認められない 認められない N/A 認められない 認められない 認められない□意匠出願　⇔　商標出願

□意匠出願　⇔　特許／実用新案出願

補正可能な時期（自由記載）

意匠に係る物品

意匠に係る物品の説明

許容し得る出願変更

補正は、審査レ
ポートにおける
審査官の要求を
満たす目的での
み認められる。
自主的な補正に
ついては、規定
はなく、審査官
が認めることもな
い。2000年意匠
法では、分割や
出願変更は認め
られていない

意匠の説明

補正の可否（自由記載）

【５，意匠の特定・認定・補正の考え方】の続き

許容し得る分割（自由記載欄）

補正可能な時期（自由記載）

補正の可否（自由記載）

補正可能な時期（自由記載）

補正の可否（自由記載）

Q5-10　願書の記載について、補正可能な項目と補
正が可能な時期について、記入して下さい。
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日本 中国 米国 OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ
ニュージーラ

ンド
アラブ首長
国連邦

フランス

一の物品の
区分に相当
する一つの
物品に係る
意匠

同一の製品に関
する2つ以上の類
似意匠、又は同
一の分類に属し
かる一組として販
売又は使用され
る用いられる2つ
以上の意匠は、
一件の出願とす
ることができる

1の出願に2以上
の実施態様と例
示することはでき
るが、それらの実
施態様は、単一
の発明概念を含
んでいる場合に
のみ認められる

1つの製品また
はその部品、物
品のセット、複合
製品および複合
製品の構成部品
の意匠

無審査登録の対
象になる物品に
関するデザイン
のみ複数デザイ
ン登録出願が可
能
物品の区分上分
類が同一の物品
とする
2以上の物品が
組物として同時
に使われる場
合、当該組物の
デザインが組物
全体として統一
性がある場合に
は、1デザインと
してデザイン登
録を受けることが
できる

回答なし 一物品に対して
一意匠

インドでは複数
意匠一括出願は
認められない
が、複数物品に
関する一意匠の
一括出願は主張
できる。また、イ
ンドでは、セット
に対する意匠保
護が認められる。
こうした観点で、
以下の質問に回
答する。）1の物
品区分における
2以上の物品に
関して意匠を登
録できる。しか
し、2以上の物品
区分に対して登
録することはでき
ない

意匠の出願は、
1の意匠又は、
単一の創作的概
念(「意匠の単一

性の要件」)を形
成する限りにお
いて互いに関連
付けられた一群
の意匠集団と関
連するものでな
ければならない。
1の意匠出願に

は、1の意匠若し
くは変形例又は
国際意匠分類サ
ブクラスと関連し
ている場合は、1
の意匠及びその
独立した部分が
含まれていなけ
ればならない

複数意匠は、バ
リエーションを20
まで含めることが
できるが、それら
のバリエーション
が、同一の顕著
な全体的外観や
形状を有してい
ることを条件とす
る

回答なし

N/A

1つの意匠にさま
ざまな図があっ
ても、対象物が
単一で、同じ区
分の同じ物品を
有しているもの
は、一意匠とみ
なされる

出願が物品の
セットであったろ
しても、意匠審査
部はその物品の
セットが同じ特徴
を有しており、通
常同時に使用さ
れることが意図さ
れていることを要
求する

複数の産業図面
又は意匠を含め
ることができる
が、図面又は意
匠が製造及び使
用の観点から相
互に関連付けら
れ、かつ図面又
は意匠の合計数
が20 を超えない
場合に限られる

複数デザインの
一出願は可能で
ある。それらは同
一国際意匠分類
に属していなけ
ればならない

意匠法7条
意匠法施行
規則別表第
1

専利法第31条第

2項
特許法第121条 回答なし デザイン保護法

第11条の2第2
項、デザイン保
護法施行規則
(知識経済部令)
第9条第4項およ

び別表4
デザイン保護法
第12条

回答なし 回答なし 2000年意匠法

第5条(3)、2001
年意匠規則
11(2)、第3附則

ロシア連邦民法
第4 法典第1377
条(1)

回答なし 回答なし

N/A

施行規則第9条 回答なし 2006年連邦法

第31号の第45
条

知財法Ｒ512-2

認められな
い

認められない 認められる 認められる 認められる 回答なし 認められない
（複数意匠また
は別個の意匠）

認められない 認められる 認められる 認められる（部品
と完成品は同じ
国際意匠分類に
属していなけれ
ばならない）

回答なし 認められない 認められない 認められる 認められる

組物であれ
ば認められ
る

組物であれば認
められる

認められる 認められる 認められる 回答なし 認められない
（複数意匠また
は別個の意匠）

認められる 認められない 認められない 認められる（部品
と完成品は同じ
国際意匠分類に
属していなけれ
ばならない）

回答なし 認められない 認められない 認められない 認められる

認められな
い

認められない 認められない 認められない 認められる 回答なし 認められない
（複数意匠また
は別個の意匠）

認められない 認められない 認められない 認められる 回答なし 認められない 認められない 認められる 認められる

認められな
い

認められる 認められる 認められない 認められる 回答なし 認められない
（複数意匠また
は別個の意匠）

認められない 認められる 認められる 認められる 回答なし 認められない 認められない 認められる 認められる

認められな
い

認められない 認められる 認められない 認められない 回答なし 認められない
（複数意匠また
は一意匠）

認められる 認められない 認められない 認められる 回答なし 認められない 認められない 認められる 同一出願の多意
匠と同じと解され
る。

認められな
い

認められない 認められない 認められない
編者:注*）

認められる 回答なし 認められない
（複数意匠また
は一意匠）

認められない 認められない 認められない 認められる 回答なし 認められない 認められない 認められない 認められる

認められな
い

認められない 認められる 認められない
編者:注**）

認められる 回答なし 認められない
（複数意匠また
は別個の意匠）

認められない 認められる 認められる 認められる 回答なし 認められない 認められない 認められる 認められる

Q6-2　一つの出願に含むことができる意匠の範囲は
どのようなものですか。以下の事例について、認めら
れるか認められないかを記入して下さい。

Q6-1　貴国で「一意匠」と認められるための要件はど
のようなものですか

同一出願人による類似する複数意匠（物品の同一
を考慮しない）　　編者:注**）OHIM については、認
められるとの情報がありなお調査が必要と考える。

【６，意匠の単一性のとらえ方】複数意匠一括出願制
度を採用している国に質問します。意匠の単一性に
ついて、どのようにお考えですか。以下の設問にお答
え願います。

部品と完成品（例：自転車のサドルと自転車）

根拠となる法、規則、運用はありますか（自由記
載）　例）意匠法第7条、経済産業省令別表第1

複数物品を指定する一意匠

「一意匠」の要件（自由記載）　　例）一の物品の区
分に相当する一つの物品に係る意匠

同一物品の類似する複数意匠（例：イスのみの複
数意匠）

同一分類内の複数物品（例：イスとテーブルが同
一分類内にある場合、イスとテーブル）

同一出願人による類似しない複数意匠（物品の同
一を考慮しない）　　編者:注*）OHIM については、
認められるとの情報がありなお調査が必要と考える。

同一物品の類似しない複数意匠（例：イスのみの
複数意匠）

207



日本 中国
アメリカ合

衆国
OHIM 韓国 台湾 香港 インド ロシア ブラジル オーストラリア 南アフリカ トルコ

ニュージーラ
ンド

アラブ首長
国連邦

フランス

認められな
い

認められない 認められる 認められない 認められない 回答なし 認められない
（複数意匠また
は別個の意匠）

認められない 認められない 認められる 認められる 認められる 認められない 認められない 認められない 認められない

認められる 認められる 回答なし 認められる 認められる 回答なし 認められる
 下記*を参照

(*は、Ｒ-4を参
照）

認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められない 認められる 認められない 認められる

認められな
い

認められる 回答なし 認められる 認められない 回答なし 認められない
*を参照

(*はＲ-4を参照）

認められない 認められる 認められる 認められる 認められる 認められない 認められる 認められない 認められない

認められる 認められる 回答なし 認められる 認められる 回答なし 認められる 認めていない 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる 認められる
ただし、一つの
静止状態に限ら
れる

認められない 認められる

認められる 認められない 回答なし 認められない 認められる 回答なし 認められる
ディスプレイに表示
されるものの場合
は、認められる

認められない 認められない 認められない 上述の「製品」の
定義に関連して
いなければなら
ない

認められない 認められない 認められない 認められない 認められる

物品の異な
る機能のた
めの複数の
画像や、形
態的な関連
性の認めら
れない複数
の画像

一意匠と認められ
ない例を記載す
る（詳細は、Ｒ-1
参照）

特許的に区別可
能な意匠が2以
上含まれている
出願は、限定要
求の対象になる

物品のセットで
あって、共通の
機能がなく、審
美的または機能
的な補完性もな
いもの、製品の
変形例、同一の
製品で色彩の異
なるもの

１．２以上の物品
名を「デザインの
対象となる物品」
欄に併記した場
合
２．２以上の物品
を一つのデザイ
ンの図面に表示
した場合
３．部分デザイン
登録出願で一つ
の物品の中に物
理的に分離され
た２以上の部分
デザインが表現
された場合

回答なし 通常共に販売さ
れなければ、「組
物」にはなり得な
いため、複数ま
たは別々の意匠
出願になる

インドでは、複数
意匠に関する出
願は、審査時に
拒絶され、一意
匠に関する出願
にするよう、審査
官／長官から補
正を要求される。
こうした内容は公
報に記載されな
いため、実務に
おいて、このよう
なケースに遭遇
したことはない

当方の実務での
例を挙げる。1つ
の菓子と1つの
包装された菓子
という2つの意匠

に関する1の意
匠出願を提出し
たところ、ロシア
特許庁の審査官
は、出願された
一群の意匠は単
一性の要件に適
合しないというオ
フィスアクション
を出した。このオ
フィスアクション
への応答として
当方は、菓子は
この出願のまま
にし、包装された
菓子に関する分
割出願を提出し
た

回答なし 製品の実施態様
ごとに、意匠の特
徴が異なる場合

不明 Q6-2およびQ6-
3の回答を参照さ
れたい

通常は一緒に販
売されるが、一緒
に使用することを
意図していない
物品

具体的なケース
については知ら
ない

複数物品のよう
に単一性のない
意匠は一意匠と
はみなされない
が、単一の出願
に含めることはで
きる

認められる 認められない
（3つの意匠で構
成されており、ト
ルコでは複数意
匠とみなされる）

単一意匠とは認
められない（ス
ピーカーとボ
ディーは２つの
デザインでセット
ではない。本件
の場合、一出願
中における３つ
のデザインと判
断される）

認められない
（個々のアイテム
が同じ共通の特
徴を有していな
いため）

認められる認められる 認められる 認められない
（三つの部分に
共通したデザイン
がない。本体とス
ピーカーはそれ
ぞれ一つのデザ
インを構成してい
る）

認められる
（3つの意匠を一
出願で主張する
のではなく、斜視
図で示された
セットの意匠を一
出願で主張した
場合のみ、認め
られる。また、例
示の3つの意匠

は、別々の3件の
出願で主張する
ことができる）

認められる認められる 認められない（こ
れらは、特許的
に区別可能と考
えられる)

認められる回答なし 一体に組み合わ
されれば、一意
匠、あるいは一
意匠としての「組
物」と認められる

認められる

遷移する画像（例：操作により展開する音楽再生装
置の画像）

Q6-5　以下に示す事例では、貴国において一意匠と
認められますか。また、認められない場合、その理由
を記入して下さいQ6-5　以下に示す事例では、貴国
において一意匠と認められますか。また、認められな
い場合、その理由を記入して下さい。

セットものについて、出願人が自由に組み合わせ
て一の意匠として出願することを認めているか

物品の一部又は全体が動くあるいは変化するもの
（例：組立てるとロボットになる自動車おもちゃ）

一の意匠を基にした複数の実施態様（例：非包装
物と包装された状態の複数の実施例）

Q6-3　一意匠と認められる範囲はどのようなものです
か。以下の事例について、認められるか認められない
かを記入して下さい。

【６，意匠の単一性のとらえ方】（続き）

ナイフ、フォーク及びスプーンなどのセットもの

Q6-4　一意匠とは認められないケースについて、ど
のようなものか具体的に教えて下さい。

【意匠に係る物品】　一組のオーディオ機器セット
【意匠に係る物品の説明】本物品は、複数のオーディ
オ機能機器を内蔵した筐体である本体部と、本体部
より出力された音声信号を入力して音声として放音す
る左側及び右側の二個のスピーカーボックスにより構
成されておりそれらは分離可能である。
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当てはまる 当てはまる
編者：注＊）

当てはまる
編者：注＊）

当てはまらない 当てはまる
編者：注＊）

当てはまる
編者：注＊）

当てはまる 当てはまる
編者：注＊）

当てはまる 当てはまる 当てはまらない 当てはまる 当てはまる
編者：注＊）

当てはまる
編者：注＊）

当てはまる
編者：注＊）

当てはまる 当てはまる 当てはまる 当てはまらない 当てはまる 当てはまる 当てはまらない 当てはまる 当てはまらない 当てはまらない 当てはまらない 当てはまらない 当てはまる 当てはまる 当てはまる

当てはまらない 記入なし 当てはまらない 当てはまる 当てはまらない 当てはまらない 当てはまらない 当てはまらない 当てはまらない 当てはまらない 当てはまる 当てはまらない 当てはまらない 当てはまらない 当てはまる

なし 通常の観察者の
目でみて実質的
に同じと判断され
るでデザインが
類似範囲に包含
される

情報に通じた使
用者に同じ全体
的印象を与える
すべての意匠に
およぶ

用途と機能が同
一であれば同一
物品、用途が同
一で機能が相違
すれば類似物
品、用途が相違
すれば非類似物
品とみなす。例外
的に非類似物品
である場合にも用
途上で混用され
得るものは類似物
品とみることもでき
る(例；箸入れと鉛

筆入れ)

なし 一般には、比較
的狭い範囲で認
められる

意匠権の範囲
は、出願に記載
された物品の他
に、当該意匠が
登録された区分
の物品に及び、
その意匠の不正
または明らかな
形で模倣するこ
とも禁止されてい
る（2000年意匠

法第22条）

願書に記載の物
品と同一の範囲
に限られる

効力の範囲は願
書に記載された
物品に限られる
　編者：注**)質
問では物品を
articleと訳した
が、回答は願書
に記載された
productに限られ
るとあった。従っ
て自由記載の回
答は一行目と同
一内容と解され
る。

なし なし 類似の範囲は登
録された意匠と
実質的に異なっ
ていない意匠を
包含する。また、
そのような物品
が作られることを
可能にするもの
も包含する

なし なし

この箇所が意匠
の全体の視覚的
効果に与える影
響を考察する。特
に影響がない場
合は、意匠権の
効力が及ぶ。大
きな影響がある場
合は、意匠権の
効力が及ばない

なし  保護されない なし 意匠特許権の範
囲は意匠の図面
に基づいて決め
られる。クレーム
範囲の解釈時に
は創作説明にお
ける意匠特許に
ついての記載を
参考として使用
することができる
（専利法123条2
段落）。

保護されない 意匠保護は受け
られない

なし なし 保護されない  図面で開示され
ていない箇所
は、意匠権の効
力の範囲に含ま
れない

そのような部分
は意匠権の侵害
を構成しないも
のと解される
そのような争点
の判決の記憶が
ある

回答なし 保護されない

色彩を保護する
意匠の場合は、
色彩の有無が意
匠権の効力に影
響を及ぼす。色
彩を保護しない
意匠の場合は、
色彩の有無を考
慮しない

なし 意匠の表示に示
される、あらゆる
もの

色彩は模様を構
成しない限り、類
否判断の要素と
して考慮しない

意匠特許出願で
は色彩について
権利主張するこ
とができるが、ほ
とんどの出願者
は権利主張を希
望しない。意匠
で権利主張した
色彩が意匠侵害
に認定される程
度については特
許侵害鑑定要点
において明確に
説明されていな
い

「新規性の記載」
によって異なる

色彩は意匠法第
2条(d)において
意匠の定義に含
まれている。色彩
は意匠の要素を
形成することはで
きるが、色彩の
変化が新たな模
様や装飾を創造
しない限り、色彩
や着色そのもの
が意匠を構成す
ることはない

なし なし 意匠の説明で言
及されていれば
考慮される

N/A

色彩は通常関係
しない

回答なし 出願されていれ
ば保護される

登録意匠に類似
しなければ、意匠
権の効力が及ば
ない

なし 重要性がないと
みなされない差
異を考慮したうえ
で、全体的印象
による

なし 同一の商品だけ
でなく類似の商
品も、意匠特許
を侵害していると
判断され得る。
詳細は、特許侵
害鑑定基準の47
～63ページに規
定されている

どの程度類似し
ているかによって
異なる

意匠法第22条に
規定あり（詳細
は、Ｒ-2を参照）

なし なし なし 視覚的な性質が
類似している必
要がある

質問が不明瞭で
ある

なし 類似意匠が使用
者に対して全体
として同じ印象を
与えるなら侵害
である

当てはまる 当てはまる
　編者：注***)

記入なし 当てはまる 当てはまる
　編者：注***)

当てはまる
　編者：注***)

当てはまる 当てはまる（ただ
し、意匠権の範囲
は意匠の不正若
しくは明らかな模
倣にも及ぶ（2000
年意匠法22条））

当てはまる
　編者：注***)

当てはまる
　編者：注***)

当てはまる 記入なし 当てはまる 当てはまる
　編者：注***)

当てはまる
　編者：注***)

当てはまる 当てはまる 記入なし 情報に通じた使用
者に同じ全体的印
象を与える限りに
おいて当てはまる

当てはまる 当てはまる 当てはまらない
（ただし、意匠権
の範囲による）

当てはまらない 当てはまる 当てはまる 当てはまる（先行
意匠による）

記入なし 当てはまらない 当てはまる 当てはまる

意匠保護の範囲
は、意匠の表現
に反映され、意
匠の本質的特徴
の一覧に含まれ
ている本質的特
徴によって決定
される

□願書に記載の物品の類似物品の範囲

図等に表された意匠の範囲

□図等と同一の範囲
　編者：注***）「願書に記載の物品と同一の範囲」はその下
欄の「類似物品の範囲」が当てはまれば、通常は「同一の範
囲」も当てはまると考えられる。回答者はこの前提で同一の
範囲にチェックを入れず類似の範囲にチェックしたものと考
えられる国がある。よって、そのような場合は一行目の同一
の範囲についてチェックがなくても「当てはまる」と記載した。

図面等で開示されていない箇所について
（自由記載）

□（自由記載）

編者：注＊）「願書に記載の物品と同一の範囲」はそ
の下欄の「類似物品の範囲」が当てはまる場合には、
通常は「同一の範囲」も当てはまると考えられる。回
答者はこの前提で同一の範囲にチェックを入れず類
似の範囲にチェックしたものと考えられる国がある。
よって、そのような場合は一行目の同一の範囲につ
いてチェックがなくても「当てはまる」と記載した。

物品名が含む類似範囲

色彩の有無
（自由記載）

実施態様のみに類似する侵害品
（自由記載）

Q7-1意匠の開示内容と意匠権の効力の範囲につい
て、どのようにお考えですか。当てはまるか当てはま
らないかを記入し、該当しない場合は自由記載欄を
ご利用下さい。

□願書に記載の物品と同一の範囲）

□図等の類似の範囲までおよぶ

□物品名は例示に過ぎず、形態が同一であれ
ば他の物品にも権利は及ぶ

【７，意匠権】意匠権の効力について、どのようにお考
えですか。以下の設問にお答え願います。
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物品の一部又は
全体が動くあるい
は変化するもの
に関する意匠が
変化状態図なし
で登録になった
場合、将来その
変化状態のみを
模倣するものは、
侵害とならない可
能性がある

意匠特許は、図
面に示された通
りにクレームし、
クレーム構成は、
図の設定に適合
させる

回答なし 登録デザインの
保護範囲は、デ
ザイン登録出願
書の記載事項お
よびその出願書
に添付した図面・
写真または見本
並びに図面に記
載されたデザイ
ンの説明に表現
されたデザイン
により定められる
(デザイン保護法

第43条)
（詳細は、Ｒ-3を
参照）

台湾専利法第
123条の第2段
落に明記されて
いる（詳細は、Ｒ-
3を参照）

ない 意匠の開示関す
る意匠権行使の
制限事項は、
2000年意匠法

第4条(b)に規定
されている（詳細
は、Ｒ-2を参照）

権利行使につい
ては、ロシア連邦
民法第4法典第7
編第1406条に
規定され、先使
用権などが認め
られている。

開示された意匠
のみが保護を受
けられる

侵害は、意匠の
登録に係る製品
に関するものであ
り、登録意匠と同
一であるか、全体
的な印象におい
て実質的に類似
する意匠を具現
するものでなけれ
ばならない。登録
意匠は、権利行
使できるようにす
るには、（実体審
査されたことを）
証明しなければ
ならない

ない ある。意匠法第
554号の第21条
～第24条に、制
限についての規
定がある(添付)

問題になるの
は、物品に適用
される意匠の類
似性である

先の使用(第17
条)

無効事由が制限
事項となる（詳細
は、Ｒ-2を参照）

専利法第27条第

2項（出願人が提
出した関係図面
又は写真は、特
許の保護を求め
る製品の意匠を
明瞭に示さなけ
ればならない）に
違反することは、
無効理由になる

新規性や非自明
性の欠如を理由
として無効にする
ことができる。ま
た、重複特許の
法理も適用可能
である

回答なし デザインの表現
が具体的でない
デザインは、工
業上利用するこ
とができないデ
ザインとして扱わ
れ、デザイン保
護法第5条第1項
本文の無効事由
に該当する

専利法第117条
第2段落に規定
されている（詳細
は、Ｒ-3を参照）

先の開示、新規
性の有無

意匠が先にイン
ドで登録されて
いる、登録日前
にインド又は何
れかの外国で公
開されている、又
は新規性又は創
作性がない意匠
は、無効にするこ
とができる（意匠
法第19条）

ロシア連邦民法
第1398条に規
定される（詳細
は、Ｒ-2を参照）

意匠が、開示さ
れた時点で新規
性がない場合

意匠は、登録可
能でないことを理
由として取り消す
ことができる（詳
細は、Ｒ-4を参

照)

意匠が新規でな
くオリジナルでな
い場合

意匠法第554号
第43条に規定が

ある（詳細は、Ｒ-
4を参照)

意匠の対象が、
登録（出願もしく
は優先権主張）
日の時点で、新
規または独創的
でないこと、ある
いは意匠局長が
登録を拒絶する
その他の理由

新規性、産業上
の利用可能性

新規性の喪失

十分である
（意匠が特
定できる場
合）

十分である 十分である 十分である 十分である 十分である 十分である  インドの意匠規
則では、図の数
を規定していな
いが、意匠を説
明するのに十分
な数とする必要
がある。なお、斜
視図はインド法
では必須である

十分である。ただ
し、意匠の表示
は、意匠の外観
の全面的かつ詳
細な認識を示す
ものである必要
がある

ブラジルでは少
なくとも3次元斜
視図とデザイン
の変形例ごとに
立面図と平面図
が必要とざれる

十分である 十分である 十分である 十分であるが、
通常、斜視図が
求められる

十分である 十分である

そのような裁
判例はない

そのような裁判例
はない

そのような裁判
例はない

回答なし そのような裁判
例はない

そのような裁判
例はない

我々の知る範囲
ではない

そのような裁判
例はない

そのような裁判
例はない

そのような裁判
例はない

そのような裁判例
はない

そのような裁判
例はない

そのような裁判
例はない

そのような裁判
例はない

そのような裁判
例はない

そのような裁判
例はない

必要である 必要である 出願において、
外国における出
願による利益や
優先権を、その
出願日の6カ月
以内に主張する
場合

優先権が、登録
共同体意匠でな
い場合に必要

必要である（出願
日から3ヶ月以
内）

必要である（出願
人は、出願日か
ら4 か月以内
に、前項の外国
政府又はWTO
加盟国政府が受
理を証明した特
許出願書類を提
出しなければな
らない（台湾専利
法第28条第2段
落））

 優先権出願のコ
ピーが必要であ
る

意匠出願が、条
約国における出
願に基づく優先
権を主張してい
る場合（2001年
意匠規則15(2)）

必要である。意
匠出願について
条約優先権を主
張したい出願人
は、当該出願の
ロシア特許庁へ
の提出日から3カ
月以内に、最初
の出願の謄本を
提出しなければ
ならない。

優先権を主張す
る場合は必要で
ある

必要ない 優先権が主張さ
れていれば必要
である

優先権を主張す
る出願の場合は
必要である

出願から3か月
以内に提出が必
要である

常に提出が必要
である

必要である

その差異が
新規事項と
みなされるか
どうかによっ
て異なる

実体審査制度が
ないため、審査官
によって、認める
場合と認めない
場合との両方が
ある。

その差異が新規
事項とみなされる
かどうかによって
異なる

認められる 認められない 台湾意匠出願に
添付された図面
が、優先権証明
資料の図面と比
較して、視覚効
果に差異がなく、
意匠の属する技
芸分野における
通常の知識を有
する者が、優先
権証明資料の図
面及び記載に基
づいて得ることの
できる意匠は「同
一の意匠」とみな
し、優先権の主
張を認めることが
できる（専利審査
基準、page 3-3-
6、2005年発行）

認められる 2001年意匠規

則15(2)の要件を
根拠とした拒絶
がなされる

条約優先権の主
張に関するわが
国の法律では、
意匠出願の表示
が、条約優先権
主張の根拠にな
る最初の出願に
おける表示と正
確に一致しなけ
ればならない。そ
うでなければ、条
約優先権は認め
られない

物品が全体とし
て同じであれば
認められる

優先権の主張に
係る出願で開示
さえた意匠が、意
匠出願に係る意
匠と実質的に類
似した外観であ
えれば認められ
るでろう

認められる 認められる 認められない
優先出願が複数
意匠出願であっ
た場合、ニュー
ジーランドでは、
そのうちの一意
匠に関する出願
だけが認められ
る

先権主張を拒絶
する場合がある
（拒絶することが
できる

認めない

Q8-1　ヘーグ協定ジュネーブアクトでは提出可能な

図面を6図以内としているが、貴国では意匠の開示と
して十分と考えますか。

【７，意匠権】のつづき

Q7-2　意匠の開示内容について、権利行使における
制限事項はありますか。

Q8-4　貴国では、パリ条約による優先権等の主張を
伴う出願に際し、貴国への出願図面等と優先権の証
明書類の図面等に差異がある場合、どのような対応
をしますか。

Q7-3　意匠の開示内容に関わる無効事由にはどのよ
うなものがありますか。

【８，その他】

Q8-2　貴国の裁判例で、6図では意匠の開示上不十
分とされた例はありますか。

Q8-3　貴国では、パリ条約による優先権の証明書の
提出が必要ですか。
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Q3-4　写真による表現を認めている場合の鮮明度について Q5-1　出願日確保のために十分とされる意匠の開示要件につい

て、どのような規定（法、施行規則、細則、運用、その他）があ
あるか

Q6-4　一意匠とは認められないケースについて、どのようなも

のか具体的にあるか

中国

①写真は、焦点ずれなどによる不明瞭なところがないように物品の意匠をはっ
きり示さなければならない。
②写真の背景を単一の色にし、当該意匠に係る物品以外の物が現れないよう
にすべきである。物品の意匠をはっきり示すために、物品と背景との間に適切
なコントラストがあるようにする必要がある。
③通常、透視歪によって物品の意匠が正しく表現されないことを防ぐために、
写真の撮影は正投影図法で行わなければならない。
④強光、反射光、陰影、投影、などによる意匠の表現への影響を避けなければ
ならない。

中国特許法第27条第2項には、「出願人が提出した関係図面又は写真は、特許の
保護を求める製品の意匠を明瞭に示さなければならない。」と規定されている。
中国の審査基準第1部第3章の4.2には、「立体物品に関する意匠は、創作の要点
が六面のどの面にも及ぶ場合には、六面の正投影図を提出しなければならない
が、創作の要点が一つもしくはいくつかの面のみに及ぶ場合には、少なくとも、関
連する面の正投影図と斜視図を提出し、また意匠の簡単な説明には図面を省略す
る理由を説明する必要がある。平面物品に関する意匠は、創作の要点が一面のみ
に及ぶ場合には、当該面の正投影図を提出すればよいが、創作の要点が二つの
面に及ぶ場合には、二面の正投影図を提出しなければならない。」という記載があ
る。

例えば、下記2件の意匠は一意匠とは認められない。

Q1-1  ①意匠の法律（法的拘束力のあるもの）、②方式審査基

準（法的拘束力のあるもの）や③意匠審査基準（法的拘束力の
ないもの）があるか

Q2-1　意匠の法律によって保護される意匠の定義 Q3-4　意匠出願の表現形式に関連して特別な料金制度 Q4-1　意匠出願する場合の提出書面の内容（記載項目）

意匠の法律によって保護される意匠の定義:第2条(d)：「意匠」とは，手工芸的，機
械的，若しくは化学的の如何を問わず，又は分離若しくは結合の如何を問わず，
工業的方法又は手段により，2次元若しくは3次元又はその双方の形態かを問わ
ず，物品に適用される線又は色彩の形状，輪郭，模様，装飾若しくは構成の特徴
に限られるものであって，製品において視覚に訴え，かつ，視覚によってのみ判断
されるものを意味する。ただし，構造の態様若しくは原理，又は実質的に単なる機
械装置であるものを含まず，1958 年商標及び商品標法第2条(1)(v)において定義

された商標，インド刑法第479条において定義された財産標章，又は1957年著作

権法第2条(c)において定義された芸術的作品も含まない。

意匠に係る物品の欄の記載に関する規定：インドでは、2000年意匠法第3
附則において、工業意匠の国際分類のロカルノ制度に基づく物品の分類を
規定している。意匠を登録するクラスについて疑義がある場合は、審査官が
出願人と協議して判断する（意匠法第5条(3)、2001年意匠規則10(2)。これ
に関して、審査官は出願人に対して、（意匠出願の対象となる）物品の使用
目的を記述するよう請求することができる（2001年意匠規則11(4)）。

Q2-2 意匠の法律によって保護される意匠の保護対象 Q5-3 　物品分類は誰が付与しているか

方式審査基準：意匠法第5条の但し書きと、意匠規則の規則18で、審査
規則について規定している。

建築物：この点に関しては、2000年意匠法と、意匠実務・手順マニュアルとで、内

容が異なる。意匠法では第3附則のクラス25に、建築物が、意匠を適用できる物品

の1つとして具体的に挙げられている。しかし意匠実務・手順マニュアルでは、建築
物を登録可能な範囲から除外している。当方の理解では、建築物の意匠は、意匠
法第2条(d)の意匠の定義における要件をすべて満たすため、登録可能である。

【図面の表現の場合】線の種類：物品において保護を求めない要素を示すため
に、表示で点線を使用することができる。点線は、意匠として主張する部分でない
要素を示す。しかし、審査官は通常、審査レポートの作成時に、点線の使用を拒
絶し、図から点線を削除するよう求める。したがって、あいまいさが存在するが、実
際には点線は認められない。保護を求める意匠の特徴は、図の中で実線で示さな
ければならない。

最初に出願時において、出願人が分類を記載するが、疑義が生じた場合
は、審査官が出願人と協議の上で分類を付与する。そうでない場合は、出
願人が指定した分類になる。

Q1-5　新規性の判断について、行っている先行調査に当ては

まるもの
特許公報等：インドでは、先行意匠の範囲の調査は、特許庁の公報で行い、こ
の公報には、インドで登録された意匠が週ごとに公開されている。2000年意匠
法では、新規性の判断は、インドおよび世界の他の国における公開に基づくと
規定しているが、現実には、実体審査は、インドのデータベースのみに基づい
ており、リソースの制約があるため、世界各国での公開には基づいてはいな
い。このことは、新規性は世界で公開されたものに基づいて判断すると定めた
意匠法第19条に基づく取消の根拠となる可能性がある。限定的な実体審査で
は、関連するすべての先行意匠を引用することはできないかもしれない。

Q1-6　制度の状況について
部分意匠制度：インドには部分意匠制度というもの自体はない。2000年意匠法
に法的規定はなく、インドにおいて部分意匠制度を認めた判例もない。しかし、
意匠が物品の一部に適用されるものであれば、その意匠が適用される部分を
含む物品全体に対する意匠登録を行うことができる。さらに、意匠の新規性が
その意匠の一部にあるのであれば、その部分の意匠の新規性を強調する、新
規性の記載を挿入する。新規性が、意匠が適用される物品の全体ではなく一
部にあるような場合、新規性の記載を出願に含めることが、登録意匠所有者の
利益のために望ましい。なぜなら、意匠の新規性を構成する特徴を記載してお
くことで、そのように明記されていない特徴における形や形状の違いが、意匠の
実質的な変更であると主張されるのを防止できるためである。したがって、イン
ドではこのように、新規性の記載が、部分意匠をある程度保護する役割を果た
している。

新規性喪失例外の規定： 2000年意匠法は、意匠の公開または使用が、新規
性の喪失をもたらさない一定の状況について、次のように規定している。
1. 第6条(3)では、所有者がすでに登録しているのと同じ区分で、別の物品に
関して同一の意匠登録を求める場合について規定している。このような状況で
は、後の出願は、以前の日付にされるのみで、新規性は失われない。
2. 第16条では、他人が誠意に反して意匠を公開または使用しても、新規性は
失われないと規定している。
3. 第21条では、意匠または意匠が適用される物品の産業博覧会における展示
について、そのような博覧会について審査官に事前に通知すれば、新規性は
失われないと規定している。
4. 第44条は、条約出願の場合、優先日から6カ月の猶予期間における公開ま
たは使用によって、新規性は失われないと規定している。

インド

意匠の法律：インドには、2000年意匠法と2001年意匠規則があり、こ
れがわが国の意匠法制度を構成している。

【図面による表現の場合】図の表記：向き、例えば、透視図、正面図等を示すことの
みが認められる。しかし、語句、文字または数字が意匠に不可欠なものでない場合
は、それらは表示または見本から取り除かれる。それらが意匠に不可欠なものであ
る場合は、長官は、それらの排他的使用の権利の部分放棄の文言挿入を請求す
ることができる（2001年意匠規則14(6)）。

意匠審査基準：特許意匠商標庁が発行した意匠実務・手順マニュアル
の第IV章には、意匠審査ガイドラインがある。このガイドラインには
法的効力はないが、出願人および意匠庁職員が遵守している。

店舗等の室内ディスプレイやレイアウト：店舗等の室内ディスプレイやレイアウトの意
匠は、意匠法第2条(d)の意匠の定義における要件をすべて満たせば、登録可能で
ある。具体的な室内ディスプレイやレイアウトを示していただかないと、明確に回答
することはできない。

テキスタイル（布として）：これはグレーゾーンである。物品を特定しない画像は、イ
ンド意匠法の要件であるところの、物品の表示ができないため、登録は認められな
い。また、物品を特定した画像では、登録される可能性は50%になる。意匠登録を
申請する画像を具体的に示していただければ、さらに具体的に回答することができ
る。

R-1
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Q5-1  出願日確保のために十分とされる意匠の開示要件 Q5-1　出願日確保のために十分とされる意匠の開示要件 Q7-3　意匠の開示内容に関わる無効事

由出願日確保のために十分とされる意匠の開示要件についての規
定:意匠法第5条は、新規性又は創作性があり、いかなる国におい
ても先に公開されていない意匠に関する出願は、登録できると定
めている。さらに、Q1-6で説明したように、一定の状況におけ

る開示は、意匠の公開とみなされない（意匠法第6条(3)、第16
条、第21条、第44条）。2001年意匠法規則14、および意匠実
務・手順マニュアルでは、意匠の表示を庁に提出するための方法
や様式について規定している。

意匠の公表からロシア特許庁への出願まで6カ月の猶予期間があ
る。
ロシア連邦民法第4 法典第1352 条(4)：意匠に関連した情報につ
き、当該意匠の創作者、出願人、又は意匠の創作者若しくは出
願人から直接的若しくは間接的に受領したその他の者による開
示であって、当該意匠の本質に関する情報を公表したものは、
当該意匠の特許付与を求める出願が情報の開示日から6 月以内に
連邦の知的財産当局に提出された場合には、意匠の特許性の認
定を妨げる事情とはならないものとする。当該事情が発生した
が、当該事情をもってしても情報の開示が意匠の特許性の認定
を妨げないことの立証責任は出願人が負担するものとする。

Q5-5　意匠の認定に至るまでの審査プロセス（方式審

査・実体審査の両方を含む）について
Q5-3　物品分類は誰が付与しているか

【物品の類似範囲の特定】誰が何に基づいて行っているか：1名
の審査官が実体・方式の両審査を行う。2000年意匠法では、実
体審査、すなわち新規性調査はインドおよび世界の他の国におけ
る公開に基づくと規定しているが、実際には、インドのデータ
ベースのみに基づいており、リソースの制約があるため、世界各
国での公開には基づいてはいない。

ロシアでは、意匠出願の方式審査と実体審査が行われる。方式
審査では、必要な書類がそろっているかどうかや、定められた
要件への適合が確認される。方式審査をクリアすれば、自動的
に実体審査が開始される。実体審査では、出願した意匠が特許
性の条件（世界新規性・独創性）に適合しているかどうかが確
認される。世界新規性・独創性を満たしている場合は、付与の
決定がなされる。そして、付与手数料の納入後、意匠が登録さ
れ、公開される。
特許庁は、方式審査においては、オフィスアクションおよびオ
フィス通知、実体審査の段階では、オフィスアクションを出す
ことができる。
オフィスアクションには2カ月以内に応答する必要があるが、応

答の期間を最大10カ月まで延長することができる。

オフィス通知には2カ月以内に応答する必要があり、応答の期間
は延長することができない。

Q5-1　出願日確保のために十分とされる意匠の開示要件

【形態の特定】図法について誰が何に基づいておこなっている
か：1名の審査官が実体・方式の両審査を行う。方式審査は2002
年意匠法、2001年意匠規則と、意匠実務・手順マニュアルの審
査ガイドラインに基づいて行われる。

上記場合で、認定できないときの扱い：実体か方式かを問わず、
拒絶理由を記載した1通の審査レポートが送付される。この審査
レポートに出願人が応答した後、審査官は意匠を登録するか、審
査官の要求が満たされていない場合は聴聞を指定することができ
る。

Q7-2 意匠の開示の内容についての権利行使における制限事項

意匠が明確かについて、認定できない場合の取り扱い：実体か方
式かを問わず、拒絶理由を記載した1通の審査レポートが送付さ
れる。この審査レポートに出願人が応答した後、審査官は意匠を
登録するか、審査官の要求が満たされていない場合は聴聞を指定
することができる。

(1) 意匠は、登録後に公開されたか、あるいは展示または業にお
いて使用されたか、あるいは通常の取引過程において開示され、
欧州共同体で業務を営む専門家の知るところとなった場合は、公
衆の利用に供されたものとみなされる。ただし、明示的又は黙示
的守秘条件付きで第三者に開示されたという理由のみでは、公衆
の利用に供されたとはみなされない。(2) 共同体意匠登録に基づ
く保護を主張する意匠が、次の何れかによって公衆の利用に供さ
れた場合、開示は考慮されない。(a) 創作者またはその権原承継
人によってなされた、あるいは創作者またはその権原承継人が提
供した情報や、創作者またはその権原承継人の行為の結果とし
て、第三者によってなされた、および(b) 出願日前、または優先

権が主張されている場合は優先日前の12か月の間になされた

(3) 創作者またはその権原承継人に関する不当な行為の結果とし

て、意匠が公衆の利用に供された場合も、(2)は適用される。

ブラジル

Q5-1　出願日確保のために十分とされる意匠の開示要件

ブラジル産業財産法では次のように規定している。
第96条　意匠は、技術水準の一部でないときは、新規であるとみなされ
る。
(1) 技術水準は、出願日前にブラジル又は外国において、使用その他
の手段により公衆の利用に供された全てのものをもって構成される。

Q7-1　意匠権の効力について

インド

実施態様のみに類似する侵害品:意匠法第22条によれば、意匠所有者の同意を得るこ
となく、販売目的で、当該意匠が登録されている物品区分の何らかの物品に，当該意
匠又はその不正若しくは明らかな模倣を適用し若しくは適用させたり、当該意匠をそ
のように適用されることを可能ならしめる意図で何事かをなせば、登録意匠の侵害に
なる。さらに第22条では、当該意匠が登録されている物品区分に属し，かつそれに
当該意匠又はその不正若しくは明らかな模倣を適用した物品を、販売目的で登録意匠
所有者の同意なしに輸入することを禁じている。したがって、意匠法に基づく保護
は、意匠が登録されている区分の物品にも及び、その意匠の不正若しくは明らかな模
倣を禁じている。

登録意匠は当初、出願日から5年間有効で、5年ずつ、最大25年ま

で更新できる。出願人は、意匠登録を出願する最大12か月前か
ら、新規性を喪失させることなく、意匠を市場に出すことができ
る。意匠は、登録後に公開されたか、あるいは展示または業にお
いて使用されたか、あるいは通常の取引過程において開示され、
欧州共同体で業務を営む専門家の知るところとなった場合は、公
衆の利用に供されたものとみなされる。ただし、明示的又は黙示
的守秘条件付きで第三者に開示されたという理由のみでは、公衆
の利用に供されたとはみなされない。知的財産法第L511 条6、共

同体意匠に関する2001年12月12日理事会規則(EC)No.6/2002

ロシア連邦民法第1398条では次のように規定して
いる。
1. 意匠の特許は、次の場合においては、その有効
期間であっても、全部又は一部が無効と認められ
得る。
1) 意匠が、ロシア連邦民法に定める特許性要件に
適合していない。
2) 出願日において物品の表現に含まれていな
かった特徴が、付与の決定における意匠の本質的
特徴の一覧表に含まれている。
3) 同一の優先日を有する同一意匠に係る複数の
出願が存在する場合における、ロシア連邦民法第
1383 条に示す要件に違反した特許の交付。

4) ロシア連邦民法上、創作者若しくは特許権者で
ない者を、創作者若しくは特許権者として特許中に
表示したか、又はロシア連邦民法上、創作者若しく
は特許権者である者を、創作者若しくは特許権者
として特許中に表示していない特許の交付。

ロシア連邦民法第1358条(3)：「ある物品が、意匠
に係る物品の表現に反映され、かつ意匠の本質的
特徴の一覧表に明記されたすべての本質的特徴
を含む場合、当該意匠は当該物品に使用されたと
みなされる」

Q7-2　意匠の開示内容についての権利行使における制限事項

意匠の開示内容について、権利行使における制限事項はあるか：意匠の開示関する意
匠権行使の制限事項は、2000年意匠法で規定されている。第4条(b)：「登録出願の出
願日前又は該当するときは優先日前に，有形の形態の公開により若しくは使用により
又は他の何らかの方法でインドの何れかの場所又は何れかの外国において，公衆に対
して開示された意匠は、登録することができない」

上記場合で、認定できないときの扱い：実体か方式かを問わず、
拒絶理由を記載した1通の審査レポートが送付される。この審査
レポートに出願人が応答した後、審査官は意匠を登録するか、審
査官の要求が満たされていない場合は聴聞を指定することができ
る。

フランス

Q5-5　意匠の審査に至るまでの審査プロセス（方式審
査・実体審査の両方を含む）について

ロシアでは、意匠出願の方式審査と実体審査が行われる。方式
審査では、必要な書類がそろっているかどうかや、定められた
要件への適合が確認される。方式審査をクリアすれば、自動的
に実体審査が開始される。実体審査では、出願した意匠が特許
性の条件（世界新規性・独創性）に適合しているかどうかが確
認される。世界新規性・独創性を満たしている場合は、付与の
決定がなされる。そして、付与手数料の納入後、意匠が登録さ
れ、公開される。
特許庁は、方式審査においては、オフィスアクションおよびオ
フィス通知、実体審査の段階では、オフィスアクションを出す
ことができる。
オフィスアクションには2カ月以内に応答する必要があるが、応

答の期間を最大10カ月まで延長することができる。

オフィス通知には2カ月以内に応答する必要があり、応答の期間
は延長することができない。

ロシア
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Q2-2  意匠の法律によって保護される意匠の保護対象 Q4-1-1　意匠に係る物品の欄の記載には、どの

ような規定がありますか
Q3-4　図面による場合の図法について Q5-4　付与した分類と物品類否との関係

その他
①不動産でも多量生産および運搬が可能なものは例外としてデザイ
ンの保護対象になる。例；バンガロー、公衆電話ボックス、移動販
売台、詰め所、乗車台、移動トイレ、組立家屋など
②デザインに関する物品の取引においてルーペなどにより物品の形
状を拡大して観察することが一般的である場合は、デザインの保護
対象になる。例；発光ダイオード

韓国の場合、知識経済部令で定める物品の区分(デザイ

ン保護法施行規則別表4物品の範囲)に従わなければなら

ない。物品の区分のうちA1ないしM3およびN1の区分の

いずれにも属さない物品については、N0に分類する。

図面は，工業製図法を使用して作成し，インクをもって明確に描
かれているものであるか，又は写真若しくはコンピュータ出力で
なければならない ・・・(専利法施行細則規則33, 第3段落)
不等角投影図法、斜投影図法、透視投影図法、正投影図法なども
認められる(意匠出願明細書作成マニュアル、17～22ページ)

相同な物品は、用途が相同で、機能も相同なものを指す。類似す
る物品は、用途が相同で、機能が異なるもの、又は用途が類似す
るものを指す。物品の相同又は類似の判断、特に用途が類似する
物品に対して、商品の生産販売又は使用する実際の状況を考慮
し、「国際工業デザインの分類」も参照することができる。
（専利審査基準、page 3-3-6、2005年発行）

Q4-1-2　「意匠の説明」で認められる記載 Q7-2　意匠の開示内容についての権利行使にお

ける制限事項
Q3-4　写真による場合の鮮明度について Q7-2　意匠の開示内容について、権利行使における制限事

項
② i) (部分デザインに関する説明)デザイン登録を受けようとする部
分を図面等で特定している方法に関する説明が必要と認められる場
合に、それに関する説明
ii) (書体デザインに関する説明)出願する当該書体デザインの種類お
よび使用目的などに関する説明
iii) (動的デザインに関する説明)物品がもつ機能によって変化するデ
ザインであって、その変化前後の状態に関する説明が必要と認めら
れる場合には、それに関する説明

図面は，工業製図法を使用して作成し，インクをもって明確に描
かれているものであるか，又は写真若しくはコンピュータ出力で
なければならない(専利法施行細則規則33, 第3段落)

台湾専利法第123条の第2段落に明記されているように、意匠の開
示内容は、権利行使における制限になる場合がある。「意匠特許
権の範囲は、意匠の図面に基づいて決められるものとする。ク
レーム範囲の解釈時には、創作説明における意匠特許についての
記載を参考として使用することができる。

Q4-1-3 願書に部分意匠である旨を記載する場合の規定 Q4-4-1　意匠に係る物品の欄の記載には、どのような規

定があるか

Q7-3　意匠の開示内容に関わる無効事由

韓国

Q5-1 出願日確保のために十分とされ意匠の開示規定

Q5-1　出願日確保のために十分とされる意匠の開示要件につい

ての規定はのような規定か

Q5-4 付与した分類と物品類否との関係

施行規則によると、 物品の区分はデザイン登録出願書作成の一貫
性維持と統一された名称を使用するためのもので、デザイン物品相
互間の類似範囲を定めるものではないとのこと

Q5-6　実体審査における意匠の表現の規定について、記載

不備があった場合の対応

補正が認められない場合は補正却下
※デザイン権の設定登録があった後で補正が要旨変更であることが
認められたときは、その出願は補正書を提出した時に出願したもの
とみなす(デザイン保護法第18条第6項)。

台湾

登録デザインの保護範囲は、デザイン登録出願書の記載
事項およびその出願書に添付した図面・写真または見本
並びに図面に記載されたデザインの説明に表現されたデ
ザインにより定められる(デザイン保護法第43条)。
‐最近、特許法院は、参考図に示されたデザインの形態
も出願対象デザインの形態であると明示されている等の
特別な事情がない限り、参考図に示された図面は原則的
に基本図面などに示されたデザインの形態を補充するも
のとみるべきで、新たな出願対象デザインの形態を示し
たものとみるべきではないと判示し、参考図に示された
デザインの形態の権利行使を制限する趣旨の判決をした
ところがある(特許法院2009年6月5日付言渡し2009ホ
1736判決)。韓国の場合、出願書の【デザインの対象となる物品】欄に権利の客

体となる物品の名称(ヤカンの取っ手の部分デザインである場合

は、「ヤカン」)を記載し、【部分デザインの如何】欄に「部分デ
ザイン」と記載する。「デザインの説明」欄に物品の部分を図面、
写真または見本で特定している方法に関する説明が必要と認められ
る場合には、それに関する説明を記載する(「実線で表示された部
分がヤカンの取っ手を示す部分デザインとして登録を受けようとす
る部分である」)。

意匠に係る物品をどのように記載すべきかについての明確な規定
はない。意匠の分類（台湾はロカルノ分類を採用）は審査官が行
う。意匠法施行細則規則32は次のように規定している。
「意匠に係る物品の名称は，意匠を利用する物品を明確に指定す
るものでなければならず，関係のない文言を付加してはならな
い。指定物品が部品であるときは，その部品を組み込む物品につ
いての説明を併記しなければならない。
意匠の説明は，使用に係る指定物品及び意匠の特徴を示すもので
なければならない。図面に表示した物品の外観が，使用する種々
の材料，機能の調整又は使用状態の変化に応じて変化する場合
は，簡単な説明をしなければならない。
意匠を示す図面には，個々の図の名称を付記しなければならな
い。複数の図が有する同一性若しくは対称性又はその他の理由に
よる省略があるときは，その旨を図面中の図の説明に明確に付記
しなければならない。

意匠の開示内容に関わる無効事由としては、専利法第117条第2段
落に、「図面説明書は、該意匠が属する技術領域の通常知識を有
する者がその内容を理解し、それに基づいて実施することができ
るよう、明確かつ十分に開示しなくてはならない」と規定されて
いる。また、第128条は次のように規定している。

第128条：次の各号のいずれかに該当する場合、特許主務官庁は、
無効審判請求により又は職権で、その意匠権を取り消し、かつ期
限を指定して証書を返還させなければならない。返還することが
できない場合には、証書の無効を公告しなければならない。

出願日確保のためには出願デザインの表現が具体的でなくデザイン
が特定されない場合であるとしても、デザインを特定するための補
正をしたとき、最初に出願されたデザインと補正されたデザインと
の間に同一性が維持される程度には最初の出願デザインが具体的に
表現されていなければならない(デザイン保護法第18条第1項)。即
ち、出願デザインの表現が具体的でなく補正する場合、出願書に記
載されたデザインの対象となる物品、図面(3Dモデリング図面およ

び見本を含む)および図面の記載事項などを総合的に判断して最初
に出願されたデザインと補正されたデザインとの間に同一性が維持
されている場合には、補正を認めて出願日に遡及して出願日が確保
されるが、補正により同一性が維持されない場合(要旨変更)には補

正却下決定しなければならず(デザイン保護法第18条の2第1項)、拒
絶理由が解消されず拒絶決定しなければならないので、出願日が確
保されない。
また、補正が要旨変更に該当して補正を却下すべきであったにもか
かわらず、これを看過してデザイン権の設定登録があった後に補正
が要旨変更であると認められたときは、出願日はその補正書を提出
した時とみなす(デザイン保護法第18条第6項)。

出願日確保のために、台湾智慧財産局（特許庁、TIPO）へ提出す

る必要のある書類は、専利法第116条第3段落に規定されている。
「意匠登録の出願は、願書、図面説明書が全て揃った日を出願日
とする。」
図面説明書の必要な内容については、専利法第117条に規定されて
いる。「前条の図面説明書には、意匠を施す物品の名称、創作の
説明、図面の説明及び図面を記載しなければならない」「図面説
明書は、該意匠が属する技術領域の通常知識を有する者がその内
容を理解し、それに基づいて実施することができるよう、明確か
つ十分に開示しなくてはならない」
「意匠の図面説明書の開示方式は、本法施行細則で定める」
図面説明書の開示の詳細については、専利法施行細則の規則30～
33、および「意匠出願明細書作成マニュアル」で規定されてい
る。
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Q6-3 一意匠と認められる範囲 Q2-1 意匠の法律によって保護される意匠の定義 Q2-1 意匠の法律によって保護される意匠の

定義

Q3-3 手数料の詳細

*)「組物(set of articles)」とは，通常共に販売
され又は共に使用されることを意図した同じ
一般的特性を有する2以上の物品であって，そ
の各々について同一の意匠，又は当該意匠の
内容を変更しない程度の若しくは同一性に影
響を与えない程度の補正又は変更を加えた同
一の意匠が適用されるものをいう。

Q5-1 出願日確保のために十分とされる意匠の開示

要件

Q3-3 　減免制度の料金内容

Q5-1 出願日確保のために十分とされる意匠の開示

要件

Q7-3 意匠の開示内容に関わる無効事由

Q7-3 意匠の開示内容に関わる無効事由

Q4-1-1 意匠に係る物品の欄の記載の規定

ロカルノ分類に含まれる物品であれば認める。製品の名称
が不明瞭であったり、名称に基づいて製品を分類できない
場合、審査官は製品についての説明を要求することがある
（できる）。出願時に、名称以外で提出が義務付けられて
いる製品についての詳細はない。

出願で納入すべき手数料
- 出願手数料

- 同一意匠に対する追加図の手数料

- 同一クラスの追加意匠の手数料（複合出願の場合）

- 各画像の白黒またはカラーでの公告手数料

- 優先権（主張する場合）の手数料

- 公告の延期

施行規則第13条
出願は、付属書1の見本に則る願書、及び図面、図案、書

画、写真又は同様の意匠の表示であって法第26条第1段落(b)
に規定の具体的な模様のすべてを反映した複製のために適
切なもの、並びに手数料納付の領収書原本が供託された日
付、時間、分の時点を、出願日として付与される。出願時
に当該書類が提出されていない場合は、庁は、当該不備を
修正するために1月を与えるものとし、出願日は当該不備が
修正される日とする。

欧州共同体
商標意匠庁
（OHIM）

複数出願の1つめの意匠=
登録230€ + 公開120€ + 延期40€
2つめから10まで= 115€ + 60€ +20€
11以降= 50€ + 30€ + 10€

意匠法21条（2）及びそのサブセクションである意匠法規

則3.01にに出願に最低限必要な要件が規定されている。

規則3.01 最低出願要件

法律第21条(2)に関して，次の要件の各々が所定の要件であ
る。
(a)出願は，提出されるものが意匠出願であると意図するこ
とを示す情報を含まなければならない。
(b)出願は，次の情報を含まなければならない。

(i)出願人の身元を証明するもの，及び

(ii)出願人との連絡を可能にするもの

(c)出願は，各意匠の表示，又は表示であると認められる情
報を含まなければならない。

意匠法第554号第43条：無効
意匠登録は，次に掲げる場合に裁判所により無効を宣言さ
れるものとする。
a) 意匠が，第5条から第10条までの規定による保護に適格で
ないことが証明される場合
b) 第13条，第14条，第15条及び第16条に規定の意匠権が，
実際には他人に帰属することが証明される場合
c) 抵触する意匠があり，後の日に公衆に入手可能とされた
が出願日は先の日付を有する場合

香港

オーストラ
リア

南アフリカ

トルコ

意匠」とは，製品に関連して，その製品の1又は複数の視
覚的特徴からもたらされる製品の全体的な外観をいう。
製品の定義
(1) 本法の適用上，機械で製造された又は手製の物が製品

である(ただし，(2)，(3)及び(4)を参照)。
(2) 複合製品の構成部分は，製品とは別に製造された場合
は，本法の適用上，製品とすることができる。
(3) 1又は2以上の不定寸法を有する物は，次の1又は2以上
が当該の物に適用される場合にのみ，本法の適用上，製品
である。
(a) ある不定寸法の切断面が固定されている又は規則的な
模様に従って変化している場合
(b) 全ての寸法が比例を維持する場合

(c) 切断面の形状が，当該形状の寸法がある比率又は比率の
連続に従って変化するか否かに拘らず，終始同じ状態を維
持する場合
(d) それ自体繰り返す模様又は装飾を有する場合

(4) 組み立てられると特定の製品となるキットは，当該製
品とみなされる。

「意匠」とは、美的意匠又は機能的意匠をいう。
「美的意匠」とは、物品に応用する意匠であって、
物品の模様、形状、輪郭若しくは装飾の何れかに係
るものであるか又はこれらの目的の2 以上に係るも
のであるかを問わず、また、如何なる方法によって
応用されているかを問わず、その美的特質に拘りな
く、視覚に訴え、かつ、視覚でのみ評価される特徴
を有するものをいう。「機能的意匠」とは、物品に
応用される意匠であって、その模様、形状若しくは
輪郭の何れかに係るものであるか又はこれらの目的
の2 以上に係るものであるかを問わず、かつ、如何
なる方法によって応用されているかを問わず、当該
意匠が応用される物品が果たす機能によって必要と
される特徴を有するものであり、集積回路の回路配
置、マスクワーク及び連続マスクワークを含む。

意匠は、登録可能でないことを理由として取り消すことが
できる。
(1) 意匠が、その意匠に対する先行技術基準であって、そ
の意匠の優先日前に存在したものと比較して、新規性及び
識別性を有する場合は、その意匠は、「登録可能な意匠」
である。
(2) 意匠(「指定意匠」)に対する「先行技術基準」は、次の
もので構成される。
(a) オーストラリアで公に使用される意匠、及び

(b) オーストラリア国内又は国外において、文献に公表さ
れた意匠、及び
(c) それに関連して、次の各基準が満たされている意匠

(i) その意匠が、意匠出願において開示されていること

(ii) その意匠が、指定意匠よりも先の優先日を有すること

(iii) その意匠を開示する文献が第60条に基づいて最初に公
衆の閲覧に供されたのが指定意匠の優先日以後であること
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